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は　じ　め　に

　私たちは、様々な商品やサービスを購入・利用しながら、毎日の生活を送っています。衣食

住すべてに関わる「消費生活」を安心して営むことができる社会づくりは、暮らしの安心に

つながる重要な課題です。

　しかしながら近年では、高度情報化・国際化の進展により消費者被害が複雑・多様化すると

ともに、高齢者等の消費者被害の深刻化、食品への異物混入やメニューの不適正な表示など、

消費者の安全・安心を脅かす様々な問題が起きています。

　こうした中、国は平成26年1月に「地方消費者行政強化作戦」を策定し、どこに住んでいても

質の高い相談・救済が受けられる地域体制の全国的整備を目指すこととしています。さらに、

平成26年6月には景品表示法及び消費者安全法を改正し、行政の監視指導体制の強化や高齢者等

を地域で見守るネットワークの構築等を図ることとしています。

　また、平成24年8月に消費者教育推進法が制定され、「消費者市民社会」の構築に向けて、

消費者一人ひとりが、自らの消費行動が社会、経済、環境に及ぼす影響を理解し、公正で持続

可能な社会の形成に参画していくことが期待されています。

　本県では、平成22年3月に初めての愛知県消費者行政推進計画を策定し、消費者行政を総合

的かつ計画的に推進してきたところですが、こうした消費者を取り巻く状況変化や国の動きを

踏まえ、このたび、第二次愛知県消費者行政推進計画となる「あいち消費者安心プラン 2019」

を策定しました。

　本計画では、本県の消費生活相談体制を地域における中核的相談機関として機能強化する

愛知県消費生活総合センターの設置、地域において高齢者等を消費者被害から守る仕組み

づくり、消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進など、110の施策を実施していくこと

としています。

　今後、本計画に基づき、消費者問題解決力の高い地域づくりを進め、「消費者が安心して

安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現」を目指して、消費者行政を一層積極的

に推進してまいりますので、県民の皆様の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。

　　平成27年3月
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第１章　計画の基本的な考え方 

1

　安心して安全で豊かな消費生活を営むことは、消費者の権利です。このため、行政は

消費者の権利の尊重と自立支援を基調とした施策を推進し、事業者はこれに協力すると

ともに、消費者の視点に立って、安全な商品・サービスの供給、品質等の向上や消費者

契約の適正化等により消費者の信頼を確保することが求められています。一方、消費者

は消費生活において自主的かつ合理的に行動することが求められており、これら行政、

事業者及び消費者の相互の信頼を基調とし、連携することによって、「消費者が安心し

て安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現」を目指します。

1　基本理念

　平成27年度から平成31年度までの５年間とします。

※１

※２

※３

県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第３条

　県は、県民の消費生活の安定及び向上を図るために必要な施策を策定し、及びこれを

実施する責務を有する。

消費者基本法第４条

　地方公共団体は、第２条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本

理念にのっとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済

的状況に応じた消費者施策を推進する責務を有する。

消費者教育推進法第10条

　都道府県は、（政府が定めた）基本方針を踏まえ、その都道府県内の区域における

消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。

　「あいち消費者安心プラン 2019（第二次愛知県消費者行政推進計画）」は、県民の消費生

活の安定及び向上に関する条例第３条※1及び消費者基本法第４条※2の規定に基づき、県

における消費生活に関する施策について、総合的かつ計画的に推進していくための計画

とします。

　また、消費者教育推進法第10条※3に基づく「愛知県消費者教育推進計画」の内容を含む

ものとします。

　計画は、2020年までに県が取り組むべき重点的な戦略を明らかにした「あいちビジョン

2020」に位置づけられた消費生活に関する分野の個別計画としての側面を持ち、各種消

費者施策の展開については、消費生活に関わる県政の様々な分野における計画との連携

を図り、これらの計画と一体となって総合的かつ計画的な施策の推進を図ります。

2　計画の位置づけ

3　計画期間
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　平成21年9月に消費者庁が発足し、消費者・生活者が主役となる社会を目指して、

消費者関連法令の企画立案と執行、消費者事故等に関する情報の一元的な集約と調査・

分析、消費者事故等に関する情報の迅速な発信など、消費者行政の司令塔としての

役割を担っています。

　また、消費者庁発足と同時に消費者委員会が設置され、消費者庁を含めた関係府省

庁等の消費者行政全般に対して監視機能を有する独立した第三者機関として、消費

者政策の重要な課題に関し調査審議を行い、各種の建議を行っています。

　消費者庁設置後、国は、平成24年の消費者教育推進法の制定、平成26年の景品表示

法及び消費者安全法の一部改正など、各種の消費者関連法の制定・改正を行い、消費

者の安全・安心の確保に向けた様々な施策を実施しています。

（消費者関連法令の整備状況）
・消費者安全法の制定（平成21年6月）

都道府県及び市町村による消費生活相談等の実施、都道府県の消費生活センターの設置、

消費者事故情報等の通知・集約

・改正貸金業法の完全施行（平成22年6月）

・消費者安全法の一部改正（平成24年8月）

消費者安全調査委員会の設置、消費者の財産被害に係るすき間事案への行政措置の導入

・特定商取引法の一部改正（平成24年8月）

訪問購入の追加

・消費者教育推進法の制定（平成24年8月）

消費者教育に関する基本方針の策定、消費者教育推進会議の設置

・食品表示法の制定（平成25年6月）

食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法の食品表示に関する規定を一元化

・景品表示法の一部改正（平成26年6月）

都道府県知事に措置命令権限を付与、事業者の表示管理体制の強化

・消費者安全法の一部改正（平成26年6月）

地域の見守りネットワークの構築（消費者安全確保地域協議会の設置等）、消費生活

相談員の職を法律に位置付け、消費生活相談員の資格試験制度を法定化

ア　消費者庁設置後の消費者施策の進展

（1）国の消費者行政の動き

　消費者を取り巻く状況変化や国の動きに対応するため、平成22年3月に県として初

めての消費者行政分野における総合計画となる「愛知県消費者行政推進計画」（以下

「第一次計画」という。）を策定し、平成22年度からの5年間を計画期間として「消費者被

害の救済・未然防止の強化」、「主体性のある消費者の育成」、「消費生活の安全・安心

の確保」の3つの目標のもとに、92の個別施策を推進してきました。

　特に、消費生活相談員の増員や市町村の相談窓口開設の促進などの11施策について

は、計画期間の前半に集中的に取り組む重要な施策と位置づけ、積極的な推進を図っ

てきました。

　計画期間の折返し点となる平成24年度には、これら11施策について実施状況の点検・

見直しを行い、施策目標の追加・改正を行いました。

　計画の進捗状況は、毎年度、愛知県消費生活審議会に報告しており、「概ね順調に

進捗している」との評価を受けています。

　国は、地方消費者行政の一層の充実を図るため、平成21年度から平成23年度まで

の3年間を地方消費者行政強化のための「集中育成・強化期間」として地方消費者行政活

性化交付金を創設し、財政支援を行ってきました。都道府県は、国の交付金により地方

消費者行政活性化基金を造成し、都道府県や市町村の消費者行政の充実・強化に向け

た事業に活用してきました。

　当初の事業期間は、国が「集中育成・強化期間」と定めた平成23年度までの3年間でした

が、各自治体の要望等もあり、平成25年度まで1年間ずつ延長されました。

　その後、国は平成26年1月に「地方消費者行政強化作戦」を策定・公表し、どこに住ん

でいても質の高い相談・救済を受けられる地域体制を全国的に整備することを目的に、「当

面の政策目標」として、人口5万人以上の全市町及び人口5万人未満の市町村の50％

以上への消費生活センター設立促進等を掲げ、地方への財政的支援を行っていくこと

として、基金の活用期間のさらなる延長を行いました。

　平成27年度からは、財政支援の枠組みを各年度ごとに交付する地方消費者行政推

進交付金に変更し、引き続き地方消費者行政の充実・強化に向けた支援を行うことと

しています。

3

第 2 章　消費生活をめぐる現状と課題 

1　消費者行政の現状

（2）愛知県における消費者行政の現状

イ　地方消費者行政の充実・強化に向けた支援

ア　愛知県消費者行政推進計画の推進
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法及び消費者安全法の一部改正など、各種の消費者関連法の制定・改正を行い、消費

者の安全・安心の確保に向けた様々な施策を実施しています。

（消費者関連法令の整備状況）
・消費者安全法の制定（平成21年6月）

都道府県及び市町村による消費生活相談等の実施、都道府県の消費生活センターの設置、

消費者事故情報等の通知・集約

・改正貸金業法の完全施行（平成22年6月）

・消費者安全法の一部改正（平成24年8月）

消費者安全調査委員会の設置、消費者の財産被害に係るすき間事案への行政措置の導入

・特定商取引法の一部改正（平成24年8月）

訪問購入の追加
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都道府県知事に措置命令権限を付与、事業者の表示管理体制の強化

・消費者安全法の一部改正（平成26年6月）
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ア　消費者庁設置後の消費者施策の進展

（1）国の消費者行政の動き
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第 2 章　消費生活をめぐる現状と課題 

1　消費者行政の現状

（2）愛知県における消費者行政の現状

イ　地方消費者行政の充実・強化に向けた支援

ア　愛知県消費者行政推進計画の推進
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（第一次計画における主な取組）
○目標１　消費者被害の救済・未然防止の強化

　消費者被害の迅速な救済と未然防止を図るため、県及び市町村の消費生活相談体制

の充実・強化を図った。具体的には県の消費生活相談員を増員するとともに、資質

向上のための研修実施・参加支援を行った。

　市町村の体制強化に向けた支援として、地方消費者行政活性化基金を活用した窓口

開設を働きかけ、平成24年度からは全市町村に消費生活相談窓口が設置された。

○目標２　主体性のある消費者の育成
　消費生活に関する必要な知識を身に付け、それぞれの価値観に基づいて、自主的かつ

合理的な選択を行うことのできる主体性のある消費者を育成するため、学校教育と

連携して消費者教育教材の作成や、授業における消費者教育導入に向けた支援を行った。

　また、従来の消費生活情報サイトをリニューアルして新たに「あいち暮らしＷＥＢ」

を開設し、学習教材の充実を図るとともに、被害に遭いやすい高齢者や若者向けの

消費生活講座や各種メディアを利用した啓発活動を展開した。

○目標３　消費生活の安全・安心の確保
　食の安全・安心の確保のために、生産・加工、流通・販売段階における監視・指導、

検査体制の充実を図るとともに、食育や地産地消を推進するなど、食に関する様々な

情報提供を行った。また、消費生活モニターから危険と思われる商品や不当な表示等

に関する情報を収集し、県の関係部局へ情報提供を行い必要な指導を行った。

　その他、商品・サービスの安全性を確保するため、各種法令等に基づく関係事業者

への監視・指導や商品に対する検査を実施している。

4

(ｱ)　県の消費生活相談体制の現状

　県では、平成14年度に県内8か所に設置した「県民生活プラザ」において、県政情報

提供、県民相談、旅券発給などの総合窓口業務の一部として消費生活相談を行って

きました。

　都道府県が設置する消費生活相談窓口としては、8か所の窓口設置は全国最多の

箇所数であるとともに、他都道府県の多くが設置している消費生活相談の専門窓口

ではなく、旅券発給などの総合窓口業務の一部に消費生活相談業務を含めた体制と

なっています。

(ｲ)　市町村の消費生活相談体制の現状

　市町村の消費生活相談窓口は、県から市町村の窓口設置に向けた働きかけや地方

消費者行政活性化基金を活用した市町村への支援を行ってきた結果、平成24年5月

に県内54市町村すべてに消費生活相談窓口が設置されました。

　しかしながら、県内54市町村のうち、半数以上の28市町が週1日以下の窓口開設

にとどまっており、住民が身近な市町村の相談窓口をいつでも利用できる体制とは

なっていません。

　また、人口5万人以上の市町における消費生活センター設置率は23.5％（平成25年度

の全国の同規模市町の設置率は80.9％）、人口5万人未満の市町村における設置率は

0％（全国の同規模市町村の設置率は28.9％）と、全国平均と比較しても、本県の市

町村の消費生活相談体制の整備は大きく遅れている状況にあります（表1）。

(ｳ)　消費者問題解決力の高い地域づくりに向けた今後の消費生活相談体制の方向性

　県内の消費生活相談体制の現状を踏まえて、県では、平成24年度に消費生活相談

における県と市町村の役割分担のあり方について検討を行い、各市町村や愛知県

消費生活審議会の意見を踏まえた検討結果を「消費生活相談における県と市町村の

役割分担に関する考え方」として取りまとめました。

　「役割分担に関する考え方」では、県は「センター・オブ・センターズ（地域における

中核的相談機関）」としての役割を果たすとともに、「身近な相談窓口による住民

支援」の役割を担う市町村の消費生活相談窓口と連携して、地域全体で消費者問題

解決力の向上を図っていくことが目指すべき方向性として示されています。

　平成25年度には、この考え方をもとに今後、県が整備すべき消費生活相談体制の

あり方について検討を行い、県の消費生活相談体制をセンター・オブ・センターズ

となる「愛知県消費生活総合センター」として再編し、消費生活相談体制の集約・

機能強化を図っていくこととしました。

　併せて、県内市町村に消費生活センター設置を始めとした消費生活相談窓口の

充実・強化に向けた働きかけを行い、県と市町村が一体となって地域の消費者問題

解決力を高め、県民が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の

実現を目指していくこととしています。

5

○消費生活センターが設置されている市町村
　８市（名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊川市、豊田市、小牧市）

人口／センター設置率 国の「当面の
政策目標」

全国の市町村
（25 年度）

本県の市町村

５万人未満の市町村

５万人以上の市町

５０％以上

１００％

２８.９％

８０.９％

０.０％

２３.５％

表１　全国市町村の消費生活センター設置率の現状

イ　消費生活相談体制の課題と今後の方向性
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　市町村の体制強化に向けた支援として、地方消費者行政活性化基金を活用した窓口

開設を働きかけ、平成24年度からは全市町村に消費生活相談窓口が設置された。

○目標２　主体性のある消費者の育成
　消費生活に関する必要な知識を身に付け、それぞれの価値観に基づいて、自主的かつ

合理的な選択を行うことのできる主体性のある消費者を育成するため、学校教育と
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を開設し、学習教材の充実を図るとともに、被害に遭いやすい高齢者や若者向けの

消費生活講座や各種メディアを利用した啓発活動を展開した。

○目標３　消費生活の安全・安心の確保
　食の安全・安心の確保のために、生産・加工、流通・販売段階における監視・指導、
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に関する情報を収集し、県の関係部局へ情報提供を行い必要な指導を行った。
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6

　商品・サービス別に最も多かったのは、インターネットサイトを利用したアダルトサイト

や出会い系サイト、オンラインゲーム等のデジタルコンテンツに関する相談であり、イン

ターネット接続回線や携帯電話サービスに関する相談と合わせると、全体の3割近くを

占めており、高度情報化の進展に伴い、情報通信ツールが急速に普及し、商品・サービス

の取引形態が多様化していることが要因と推測されます（表2）。

　特にインターネット通販に関する相談は平成24年度の761件から1,332件へと大幅に増加

しており、年代別では20歳代から40歳代の相談が全体の71.8％を占めています（図2）。

　また、健康食品に関する相談も急増しており、60歳代、70歳以上の高齢者からの

相談が多いことから、一般に、自宅にいる時間が長く、健康に不安を抱えることの多い

高齢者が被害に遭いやすい傾向にあります（表2、図3）。

7

図１　消費生活相談件数の推移
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21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

①30歳代　384件

②40歳代　317件

③20歳代　255件

契約当事者の
年代別

　県の県民生活プラザで受け付けた消費生活相談件数は、架空請求・不当請求に関する

相談が多数寄せられた平成16年度をピークに減少し、ここ数年はほぼ横ばいでしたが、

平成25年度は前年度に比べて、8.2％（1,349件）増の合計17,728件となり、9年ぶりに増加

しました（図1）。

　また、架空請求・不当請求に関する相談件数も10.0％（368件）増加しました。

（1）多様化・複雑化する消費生活相談
2　県の相談に関する状況 表２　商品・サービス別相談件数の推移
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　商品・サービス別に最も多かったのは、インターネットサイトを利用したアダルトサイト

や出会い系サイト、オンラインゲーム等のデジタルコンテンツに関する相談であり、イン

ターネット接続回線や携帯電話サービスに関する相談と合わせると、全体の3割近くを

占めており、高度情報化の進展に伴い、情報通信ツールが急速に普及し、商品・サービス

の取引形態が多様化していることが要因と推測されます（表2）。

　特にインターネット通販に関する相談は平成24年度の761件から1,332件へと大幅に増加

しており、年代別では20歳代から40歳代の相談が全体の71.8％を占めています（図2）。

　また、健康食品に関する相談も急増しており、60歳代、70歳以上の高齢者からの

相談が多いことから、一般に、自宅にいる時間が長く、健康に不安を抱えることの多い

高齢者が被害に遭いやすい傾向にあります（表2、図3）。
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　契約当事者の年代別の相談件数は、平成24年度までは60歳代以下の全ての年代で減少

傾向であったのに対し、70歳以上は増加傾向にありました。

　平成25年度は全体の相談件数が増加したこともあり、全ての年代で増加していますが、

特に40歳代及び60歳代以上の相談件数が大きく増加しています（図4）。

　また、70歳以上の相談件数の増加率は、愛知県の人口における同年代の増加率を上

回っており、今後、さらなる高齢化の進行により、高齢者の相談が一層増加するものと

予想されます（表3）。
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表３　70歳以上の相談の増加率

県の人口は、各年10月1日現在。出典：愛知県統計課「愛知県の人口 －愛知県人口動向調査結果－」
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図 4　年代別相談件数の推移
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図 5　契約額と既支払額
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図 6　年代別契約額と既支払額（平成25年度）
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　県民生活プラザに寄せられた消費生活相談のうち、1件あたりの平均既支払額と既

支払総額は、平成24年度に減少しましたが、平成25年度は再び増加に転じています。

　また、平成25年度の既支払総額は56.2億円にのぼり、消費者被害は単に消費者個人の

問題にとどまらず、県の経済に影響を与える問題でもあります（図5）。

　年代別の平均既支払額は、60歳代が123万円、70歳以上が132万円を超え、他の年代に

比べて非常に高額となっており、高齢者の消費者被害の深刻化をあらわしています（図6）。

（3）消費者被害の深刻化
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※特殊詐欺
　不特定多数の人に、電話等の通信手段を使って、対面しないで金品をだまし取る詐欺の
総称。オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺の振り込め詐欺に加え、
金融商品等取引名目の詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺、異性との交際あっせん
名目の詐欺、その他の特殊詐欺の8類型をいう。

10

80.3

88.2

78.5

52.0

19.6

11.8

21.5

48.0

0 20 40 60 80 100

全体

60歳代

70歳代

80歳以上

（％）

本人 家族・第三者

図 7　相談に占める本人と家族・第三者の割合（平成25年度）

図 8　関心のある消費者問題（複数回答）

46.1 

34.7 

33.1 

31.7 

27.9 

27.0 

13.2 

9.2 

2.5 

0.5 

3.0 

6.1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

インターネットの安全性

消費期限や表示、添加物など食品の安全性

不当請求・架空請求、振り込め詐欺

強引な勧誘や不正な販売などの悪質商法
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多重債務の問題

その他

関心はない

無回答

（％）

　平成25年度の相談について、相談者が契約者本人である場合と、本人以外である

場合の割合を、相談全体と高齢者の年代別に見ると、高齢者の相談では、本人に限らず、

第三者から寄せられることが多くなっています。

　また、第三者からの相談は60歳代では約1割ですが、70歳代で約2割、80歳以上では

5割近くを占めるようになり、年齢が上がるごとに本人以外からの相談の割合が増える

傾向にあります（図7）。

（4）相談者の内訳

　平成25年9月に愛知県が実施した「平成25年度第2回県政世論調査」によると、最も

関心がある消費者問題は、「インターネット（携帯電話、スマートフォンを含む）の安全性」

（46.1％）であり、相談件数に占める割合の高さとも一致しています。次いで多いのは

「消費期限や偽装表示、食品添加物の問題など食品の安全性」（34.7％）であり、ホテルや

飲食店等の不適正なメニュー表示や冷凍食品への農薬混入事件が社会問題となる以前

から、食の安全・安心への関心が高いことがうかがえます。また、高齢者の消費者被害

の増加に加え、特殊詐欺（※）による被害が過去最悪となっていることから、「不当請求・

架空請求、振り込め詐欺」（33.1％）、「強引な勧誘や不正な販売などの悪質商法」（31.7％）

への関心が高くなっています。

　一方、リコール製品による火災や美白化粧品の白斑問題など、身近な製品による重大

事故が相次ぎましたが、「製品の欠陥や施設・設備の不具合により生じる事故」への関心

は 9.2％にとどまっています（図8）。

（1）消費者問題への関心
3　県民の消費生活に関する意識
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総称。オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺の振り込め詐欺に加え、
金融商品等取引名目の詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺、異性との交際あっせん
名目の詐欺、その他の特殊詐欺の8類型をいう。
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図 7　相談に占める本人と家族・第三者の割合（平成25年度）

図 8　関心のある消費者問題（複数回答）
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　平成25年度の相談について、相談者が契約者本人である場合と、本人以外である

場合の割合を、相談全体と高齢者の年代別に見ると、高齢者の相談では、本人に限らず、

第三者から寄せられることが多くなっています。

　また、第三者からの相談は60歳代では約1割ですが、70歳代で約2割、80歳以上では

5割近くを占めるようになり、年齢が上がるごとに本人以外からの相談の割合が増える

傾向にあります（図7）。

（4）相談者の内訳

　平成25年9月に愛知県が実施した「平成25年度第2回県政世論調査」によると、最も

関心がある消費者問題は、「インターネット（携帯電話、スマートフォンを含む）の安全性」

（46.1％）であり、相談件数に占める割合の高さとも一致しています。次いで多いのは

「消費期限や偽装表示、食品添加物の問題など食品の安全性」（34.7％）であり、ホテルや

飲食店等の不適正なメニュー表示や冷凍食品への農薬混入事件が社会問題となる以前

から、食の安全・安心への関心が高いことがうかがえます。また、高齢者の消費者被害

の増加に加え、特殊詐欺（※）による被害が過去最悪となっていることから、「不当請求・

架空請求、振り込め詐欺」（33.1％）、「強引な勧誘や不正な販売などの悪質商法」（31.7％）

への関心が高くなっています。

　一方、リコール製品による火災や美白化粧品の白斑問題など、身近な製品による重大

事故が相次ぎましたが、「製品の欠陥や施設・設備の不具合により生じる事故」への関心

は 9.2％にとどまっています（図8）。

（1）消費者問題への関心
3　県民の消費生活に関する意識
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図 11　県と市町村の消費者行政に望むこと（複数回答）

12

図 9　消費者トラブルの相談先（複数回答）

図 10　相談しなかった理由（複数回答）
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相談員による的確な対応
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保健所・福祉施設等）との連携強化

消費者被害の実態や対処方法・相談
窓口の連絡先など情報提供の充実

相談可能日や受付時間を
増やすなど、相談体制の充実

消費者の声を行政や企業活動に
反映させる制度の充実

弁護士など専門家による相談対応

商品・サービスの事故などの
リコールに関する情報の提供

消費者教育の充実

商品による被害を分析する
ための商品テストの実施

事業者が消費者サービス向上のために
行う取組（苦情相談など）への支援

消費者問題に取り組む団体・
グループの活動への支援

その他
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　ここ1～2年の間に消費者トラブルにあった経験があると回答した人は12.5％で、この

うち38.4％の人が、どこにも相談していません（図9）。また、その理由を聞いたところ、

3割近い人が「面倒だったから」、「私的なことなので相談することではないと思ったから」

と答えており、県や市町村の消費生活相談窓口の存在やその役割が、十分県民に周知

されておらず、消費者被害の潜在化が懸念されます（図10）。

（2）消費者被害の潜在化
　県と市町村のいずれに対しても「悪質な事業者への指導・取り締まりの強化」を望むと

答えた人の割合が最も高く、法令等に違反する不当な取引行為による消費者被害が多発

する中、被害防止に向けて迅速な事業者への情報提供や指導を行うとともに、悪質事業者

に対する厳正な処分が求められています。

　次いで「専門的な知識や経験のある相談員による的確な対応」と答えた人の割合が高い

ことも共通していますが、さらに市町村に対しては、「相談可能日や受付時間を増やす

など、相談体制の充実」（27.0%）、「消費者被害の実態や対処方法・相談窓口の連絡先

など情報提供の充実」（25.6%）を望む人の割合が県と比べて高くなっています（図11）。

（3）県と市町村の消費者行政に対する期待
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図 11　県と市町村の消費者行政に望むこと（複数回答）

12

図 9　消費者トラブルの相談先（複数回答）

図 10　相談しなかった理由（複数回答）
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　ここ1～2年の間に消費者トラブルにあった経験があると回答した人は12.5％で、この

うち38.4％の人が、どこにも相談していません（図9）。また、その理由を聞いたところ、

3割近い人が「面倒だったから」、「私的なことなので相談することではないと思ったから」

と答えており、県や市町村の消費生活相談窓口の存在やその役割が、十分県民に周知

されておらず、消費者被害の潜在化が懸念されます（図10）。

（2）消費者被害の潜在化
　県と市町村のいずれに対しても「悪質な事業者への指導・取り締まりの強化」を望むと

答えた人の割合が最も高く、法令等に違反する不当な取引行為による消費者被害が多発

する中、被害防止に向けて迅速な事業者への情報提供や指導を行うとともに、悪質事業者

に対する厳正な処分が求められています。

　次いで「専門的な知識や経験のある相談員による的確な対応」と答えた人の割合が高い

ことも共通していますが、さらに市町村に対しては、「相談可能日や受付時間を増やす

など、相談体制の充実」（27.0%）、「消費者被害の実態や対処方法・相談窓口の連絡先

など情報提供の充実」（25.6%）を望む人の割合が県と比べて高くなっています（図11）。

（3）県と市町村の消費者行政に対する期待
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※消費者市民社会（消費者教育推進法
　第2条による定義）

　消費者が、個々の消費者の特性
及び消費生活の多様性を相互に尊重
しつつ、自らの消費生活に関する
行動が現在及び将来の世代にわたっ
て内外の社会経済環境及び地球環境
に影響を及ぼし得るものであることを
自覚して、公正かつ持続可能な社会
の形成に積極的に参画する社会。

図 12　消費者市民社会へ向けた
　　　  取組として関心のあるもの

図 13　消費者教育推進のために力を
　　　  入れていく必要があるもの（全体）

図 14　消費者教育推進のために力を
　　　  入れていく必要があるもの（教員）

（注）図12～14は複数回答を含めた総回答数に対する割合を示す。
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　平成24年に制定された消費者教育推進法では、消費者が自らの消費行動を通じて

社会全体の発展や改善に積極的に参加する「消費者市民社会（※）」の考え方を示しています。

平成25年8月に開催した「2013 あいち消費者教育推進シンポジウム」において実施した

参加者アンケートによると、「消費者市民社会へ向けた取組」として関心のあるものは、

環境教育（30.9％）が最も高く、次いで食育（24.7％）でした（図12）。平成17年に環境を

テーマにした「2005 年日本国際博覧会（愛知万博）」、平成22年10月には「生物多様性

条約第10回締約国会議（ＣＯＰ１０）」が

愛知県内で開催されており、国際的な

イベントを通して培われた県民の環境

に対する高い意識が、環境教育への関心

につながっていると考えられます。

　また、消費者教育を推進していくため

に力を入れていく必要があるものとし

て、最も高いのは「学校教育」（35.3%）、

次いで「講座」（18.4％）、「地域・職域の

人材育成」（17.1％）となっています（図13）。

　な お、教 員 の 回 答 は「学 校 教 育」

（36.6%）に次いで「教員研修」（25.0%）と

回答した人が多く、消費者教育を行う

教員が学校教育の重要性を認識すると

ともに、教員研修の充実を期待している

ことがうかがえます（図14）。

（4）消費者教育に関する意識

　近年、高齢者からの消費生活相談件数の増加率は、高齢者人口の増加率を上回っており、

今後、さらなる高齢化の進行により、高齢者の消費者被害が一層増加することが懸念され

ます。高齢者は被害を自覚していても、自分を責めたり、恥ずかしく思い、誰にも相談

しない場合も少なくなく、対応が遅れることで被害が拡大している側面があることから、

地域社会での取組が強く求められています。

　また、消費者被害の背景には、生活の困窮や社会的孤立、認知力の低下などが潜んで

いることも多いことから、高齢者、障害者等の消費生活上特に配慮を要する消費者が、

身近で気軽に相談できる地域の相談窓口を整備するとともに、被害の早期発見と迅速な

対応を図るため、消費、福祉、防犯等の行政や地域の関係者が連携し、地域社会全体で

高齢者等を消費者被害から守る仕組みづくりを進めていく必要があります。

（2）高齢者等を消費者被害から守る仕組みづくり

　高度情報化社会の進展の中、新たな情報通信ツールや取引形態が出現し、消費者被害も

多様化・深刻化しています。消費者被害が発生した後では被害の回復が困難になる場合が

多いため、県では、消費者被害の未然防止等に向けて「自ら考え自ら行動する」自立した

消費者の育成に取り組んできました。

　平成24年に制定された消費者教育推進法では、さらに、消費者教育によって「よりよい

社会の発展に積極的に関与する消費者」を育成するとともに、消費者市民社会の形成を

目指して、学校、地域、職域など様々な場における体系的な消費者教育の推進や多様な

主体との連携などが求められています。

（3）消費者市民社会の実現に向けた体系的な消費者教育の推進

　県民の安心で安全な消費生活を確保するためには、今後、一層の増加が懸念される高齢

者の消費者被害や、社会経済環境の変化に伴う新たな消費者問題にも的確に対応できる

消費者問題解決力の高い地域づくりの推進が必要です。

　そのためには、問題発見の端緒となり、消費者被害の救済・未然防止につなげる消費

生活相談窓口が重要な役割を担っており、県と市町村が適切な役割分担の下で、地域全体

で消費生活相談体制の充実・強化を図っていくことが求められています。

　消費者問題解決力の高い地域の実現に向けて、県の消費生活相談体制を広域性・専門性

の高い相談にも対応できる高度な相談対応力を備え、市町村支援機能も併せ持ったセン

ター・オブ・センターズとして機能強化するとともに、県内市町村に消費生活センターの

設置等、「身近な相談窓口」の充実・強化を働きかけ、県と市町村が一体となって地域の

消費者問題解決力を高めていく体制を早期に構築する必要があります。

（1）消費者問題解決力の高い地域の実現に向けた県と市町村の連携による
　　消費生活相談体制の構築

4　取り組むべき課題
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※消費者市民社会（消費者教育推進法
　第2条による定義）

　消費者が、個々の消費者の特性
及び消費生活の多様性を相互に尊重
しつつ、自らの消費生活に関する
行動が現在及び将来の世代にわたっ
て内外の社会経済環境及び地球環境
に影響を及ぼし得るものであることを
自覚して、公正かつ持続可能な社会
の形成に積極的に参画する社会。

図 12　消費者市民社会へ向けた
　　　  取組として関心のあるもの

図 13　消費者教育推進のために力を
　　　  入れていく必要があるもの（全体）

図 14　消費者教育推進のために力を
　　　  入れていく必要があるもの（教員）

（注）図12～14は複数回答を含めた総回答数に対する割合を示す。
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　平成24年に制定された消費者教育推進法では、消費者が自らの消費行動を通じて

社会全体の発展や改善に積極的に参加する「消費者市民社会（※）」の考え方を示しています。
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生活相談窓口が重要な役割を担っており、県と市町村が適切な役割分担の下で、地域全体

で消費生活相談体制の充実・強化を図っていくことが求められています。

　消費者問題解決力の高い地域の実現に向けて、県の消費生活相談体制を広域性・専門性

の高い相談にも対応できる高度な相談対応力を備え、市町村支援機能も併せ持ったセン

ター・オブ・センターズとして機能強化するとともに、県内市町村に消費生活センターの

設置等、「身近な相談窓口」の充実・強化を働きかけ、県と市町村が一体となって地域の

消費者問題解決力を高めていく体制を早期に構築する必要があります。

（1）消費者問題解決力の高い地域の実現に向けた県と市町村の連携による
　　消費生活相談体制の構築
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　冷凍食品への農薬混入事件、学校給食におけるノロウイルスによる大規模食中毒

など、食の安全・安心を脅かす問題が相次いで発生しており、生産、加工、流通、

販売の各段階における食の安全管理体制を推進し、食に対する消費者の信頼確保に

努めていくことが求められています。

　また、食品表示については、平成25年6月に食品表示法が成立し、これまで食品

衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法で規定されてきた食品表示が一元化されるほか、

実際の食材と異なったメニュー表示等の問題を受け、平成26年6月には景品表示法

が改正され、都道府県に処分権限が付与されるなどの法改正が行われました。

　このような状況を踏まえ、今後も国の関係機関や県の関係部局と連携しながら、

食の安全・安心の確保に向けた取組を進めていく必要があります。

　リコール製品による火災等の重大事故や美白化粧品の白斑問題など重大な製品事故

が相次ぎ、製品事故に関する相談が増加していますが、製品事故に関する県民の関心は

他の消費者問題と比較して低い状況にあります。消費者の生命、身体、または財産に

被害が発生するような消費者事故等に関する情報は、消費者庁において一元的に集約・

分析され、その結果が公表されています。県は消費者事故等に関する情報の集約に

努めるとともに、消費者被害の未然防止・拡大防止に向けて、消費者事故等に関する

情報やリコール情報を積極的に提供するなど、身近な商品・サービスの安全・安心の

確保に向けた取組を進めていく必要があります。

（4）身近な商品・サービスの安全・安心の確保

16

※消費者教育の体系イメージマップ
　消費者庁において開催された消費者教育の推進のための体系的プログラム研究会が、平成
25年1月に公表したもので、「消費者市民社会の構築」、「商品等の安全」、「生活の管理と契約」、
「情報とメディア」といった消費者教育の4つの対象領域と年代ごとに消費者教育の内容
（目標として育む力）を整理したもの（P17参照）。
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　このため、「消費者教育の体系イメージマップ（※）」などを活用した消費者教育の推進を

図ることが重要です。

　また、消費者市民社会は、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する

社会であり、県が推進するＥＳＤ（持続可能な社会づくりの担い手を育む教育）との関わり

も深いことから、連携を図りながら消費者教育を推進していく必要があります。

ア　食をめぐる消費者問題

イ　消費者事故等に関する問題
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分析され、その結果が公表されています。県は消費者事故等に関する情報の集約に

努めるとともに、消費者被害の未然防止・拡大防止に向けて、消費者事故等に関する

情報やリコール情報を積極的に提供するなど、身近な商品・サービスの安全・安心の

確保に向けた取組を進めていく必要があります。
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16

※消費者教育の体系イメージマップ
　消費者庁において開催された消費者教育の推進のための体系的プログラム研究会が、平成
25年1月に公表したもので、「消費者市民社会の構築」、「商品等の安全」、「生活の管理と契約」、
「情報とメディア」といった消費者教育の4つの対象領域と年代ごとに消費者教育の内容
（目標として育む力）を整理したもの（P17参照）。

17

（
参
考
資
料
）
消
費
者
教
育
の
体
系
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ

　このため、「消費者教育の体系イメージマップ（※）」などを活用した消費者教育の推進を
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3つの目標、16の取組のもとに110の具体的施策を実施
（具体的施策一覧はP43以降に記載。本文中には主な施策を記載した。）

　増加する高齢者の消費者被害や、社会経済環境の変化に伴う新たな消費者問題にも的確

に対応していくため、地域全体で消費者問題解決力を強化していくことが重要です。

　そのため、県と市町村が適切な役割分担の下で連携し、どこに住んでいても質の高い

消費生活相談を受けられる相談体制を構築するとともに、地域の力を活用した高齢者等の

消費者被害防止のための仕組みづくりを進めます。

　また、悪質事業者に対する徹底した指導・迅速な処分等により、消費者被害の未然防止・

拡大防止を図ります。

目標１　消費者被害の救済・未然防止の強化
　　　　　～消費者問題解決力の高い地域づくりを目指して～

　商品・サービスによる危害を防止するとともに、規格・計量・表示の適正化を図り、

消費者の安全・安心の確保と適正な選択ができる環境を整備します。

　特に、消費者の生命や健康に直接影響する食の安全・安心の確保については、県の関係

部局が連携して食の安全管理体制を推進します。

　また、県民の生活にとって欠かすことのできない生活必需品等が安定して供給される

よう価格や需給動向の把握を行い、著しい価格高騰や供給不足に際しては必要な調査を

行うとともに、県の関係部局と連携して所要の対策を講じます。

　消費者が自立した主体として、自主的かつ合理的に行動し、消費者の利益の擁護及び

増進を実現していく力（消費者力）を身に付けることができるよう、県は消費者力の向上に

向けて積極的に支援するとともに、消費者が自らの消費行動を通じて社会全体の改善や

発展に積極的に参加する「消費者市民社会」の形成を目指します。

　そのため県は、様々な関係者・団体と連携を図りながら、総合的、体系的に消費者教育

を推進します。

～ あいち消費者安心プラン  2019  施策体系図 ～

消
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が
安
心
し
て
安
全
で
豊
か
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現

消費者被害の救済・
未然防止の強化

１ 地域の消費者問題解決力強化に向けた相談体制の構築

　(1) 県の消費生活相談体制の集約・機能強化

　　　〈消費生活総合センターの設置〉

　(2) 市町村における消費生活センターの設立促進

　(3) 市町村との連携及び支援

２ 高齢者等を消費者被害から守る取組の推進

３ 悪質事業者に対する厳正な処分

４ 被害防止に向けた事業者指導及び関係機関との連携

５ 事業者や事業者団体における自主的な取組の支援

１ 様々な場における体系的な消費者教育の推進

　(1) 学校教育における消費者教育の推進

　(2) 地域社会における消費者教育の推進

２ 消費者教育の人材（担い手）の育成

　(1) 教職員の指導力向上

　(2) 地域人材の育成

３ 多様な主体との連携

４ 消費者被害防止のための啓発と情報発信

５ 消費生活に関する情報の収集と消費者意見の反映

６ 公正かつ持続可能な社会の実現に向けた支援

１ 食の安全・安心の確保

　(1) 食に関する総合的な安全対策の推進

　(2) 監視・指導、検査体制の充実

　(3) 食品表示の適正化等

２ 商品・サービスの安全確保

３ 消費者事故等の未然防止対策の推進

４ 規格・計量・表示の適正化

５ 生活関連物資の安定供給

主 体 性 の あ る
消 費 者 の 育 成

消費者教育推進計画

【基本理念】 【目　標】 【取　組】

第 3 章　施策の方向性

目標２　主体性のある消費者の育成
　　　　　～消費者力の向上と消費者市民社会の形成を目指して～

目標３　消費生活の安全・安心の確保
　　　　　～安心して商品・サービスを選択できる暮らしの実現を目指して～

　計画の基本理念「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の

実現」に向けて、第2章に掲げた消費生活をめぐる現状と課題を踏まえ、「消費者被害の

救済・未然防止の強化」、「主体性のある消費者の育成」、「消費生活の安全・安心の確保」

を3つの柱として施策を展開していきます。

1　計画の体系

目　標 １

消 費 生 活 の
安全・安心の確保

目　標  3
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3つの目標、16の取組のもとに110の具体的施策を実施
（具体的施策一覧はP43以降に記載。本文中には主な施策を記載した。）

　増加する高齢者の消費者被害や、社会経済環境の変化に伴う新たな消費者問題にも的確

に対応していくため、地域全体で消費者問題解決力を強化していくことが重要です。

　そのため、県と市町村が適切な役割分担の下で連携し、どこに住んでいても質の高い

消費生活相談を受けられる相談体制を構築するとともに、地域の力を活用した高齢者等の

消費者被害防止のための仕組みづくりを進めます。

　また、悪質事業者に対する徹底した指導・迅速な処分等により、消費者被害の未然防止・

拡大防止を図ります。

目標１　消費者被害の救済・未然防止の強化
　　　　　～消費者問題解決力の高い地域づくりを目指して～

　商品・サービスによる危害を防止するとともに、規格・計量・表示の適正化を図り、

消費者の安全・安心の確保と適正な選択ができる環境を整備します。

　特に、消費者の生命や健康に直接影響する食の安全・安心の確保については、県の関係

部局が連携して食の安全管理体制を推進します。

　また、県民の生活にとって欠かすことのできない生活必需品等が安定して供給される

よう価格や需給動向の把握を行い、著しい価格高騰や供給不足に際しては必要な調査を

行うとともに、県の関係部局と連携して所要の対策を講じます。

　消費者が自立した主体として、自主的かつ合理的に行動し、消費者の利益の擁護及び

増進を実現していく力（消費者力）を身に付けることができるよう、県は消費者力の向上に

向けて積極的に支援するとともに、消費者が自らの消費行動を通じて社会全体の改善や

発展に積極的に参加する「消費者市民社会」の形成を目指します。

　そのため県は、様々な関係者・団体と連携を図りながら、総合的、体系的に消費者教育

を推進します。

～ あいち消費者安心プラン  2019  施策体系図 ～
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消費者被害の救済・
未然防止の強化

１ 地域の消費者問題解決力強化に向けた相談体制の構築

　(1) 県の消費生活相談体制の集約・機能強化

　　　〈消費生活総合センターの設置〉

　(2) 市町村における消費生活センターの設立促進

　(3) 市町村との連携及び支援

２ 高齢者等を消費者被害から守る取組の推進

３ 悪質事業者に対する厳正な処分

４ 被害防止に向けた事業者指導及び関係機関との連携

５ 事業者や事業者団体における自主的な取組の支援

１ 様々な場における体系的な消費者教育の推進

　(1) 学校教育における消費者教育の推進

　(2) 地域社会における消費者教育の推進

２ 消費者教育の人材（担い手）の育成

　(1) 教職員の指導力向上

　(2) 地域人材の育成

３ 多様な主体との連携

４ 消費者被害防止のための啓発と情報発信

５ 消費生活に関する情報の収集と消費者意見の反映

６ 公正かつ持続可能な社会の実現に向けた支援

１ 食の安全・安心の確保

　(1) 食に関する総合的な安全対策の推進

　(2) 監視・指導、検査体制の充実

　(3) 食品表示の適正化等

２ 商品・サービスの安全確保

３ 消費者事故等の未然防止対策の推進

４ 規格・計量・表示の適正化

５ 生活関連物資の安定供給

主 体 性 の あ る
消 費 者 の 育 成

消費者教育推進計画

【基本理念】 【目　標】 【取　組】

第 3 章　施策の方向性

目標２　主体性のある消費者の育成
　　　　　～消費者力の向上と消費者市民社会の形成を目指して～

目標３　消費生活の安全・安心の確保
　　　　　～安心して商品・サービスを選択できる暮らしの実現を目指して～

　計画の基本理念「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の

実現」に向けて、第2章に掲げた消費生活をめぐる現状と課題を踏まえ、「消費者被害の

救済・未然防止の強化」、「主体性のある消費者の育成」、「消費生活の安全・安心の確保」

を3つの柱として施策を展開していきます。

1　計画の体系

目　標 １

消 費 生 活 の
安全・安心の確保

目　標  3

目　標  2
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　多様化・複雑化する消費者問題に迅速かつ的確に対応し、消費者被害の未然防止・

拡大防止を図るため、県の消費生活相談体制をセンター・オブ・センターズ（地域に

おける中核的相談機関）となる「愛知県消費生活総合センター」として再編し、広域性・

専門性の高い相談にも対応できる体制を、より一層機能強化します。

　併せて、市町村への支援体制を充実・強化し、センター・オブ・センターズとしての

機能を、より効果的かつ効率的に果たせる体制に整備します。

20 21

　増加する高齢者の消費者被害や、社会経済環境の変化に伴う新たな消費者問題にも的

確に対応していくため、県と市町村が適切な役割分担の下で、地域全体で消費者問題解

決力の強化に向けた消費生活相談体制を計画的に構築します。

地域の消費者問題解決力強化に向けた相談体制の構築

《愛知県消費生活総合センターの設置》

　消費生活相談、旅券発給等の総合窓口機能を有する県内8か所の「県民生活プラザ」

を再編し、消費生活相談の専門窓口として平成27年度に「愛知県消費生活総合セン

ター」を設置し、センター・オブ・センターズとして機能強化します。

　主な内容として、県の相談対応機能の高度化を図るとともに、市町村の消費生活

センター等への支援を充実・強化します。また、県内の消費生活相談情報の一元的集約、

分析、情報提供機能を強化して県民への適切な情報提供を行い、消費者被害の未然

防止・拡大防止を図ります。このほか、地域における高齢者等の見守りネットワーク

等の拡大に向けた地域団体等との連携協力のコーディネートや、消費者教育・啓発の

拠点としての機能を充実・強化します。

　県内8か所の「県民生活プラザ」内にある消費生活相談窓口は、平成31年3月末までに

消費生活総合センター1か所に集約し、中核的相談機関として一層の機能強化を図っ

ていきます。

2　取組と具体的施策
目標１　消費者被害の救済・未然防止の強化
　　　　　～消費者問題解決力の高い地域づくりを目指して～

取組 1

（1）県の消費生活相談体制の集約・機能強化〈消費生活総合センターの設置〉

《県の相談機能の強化》

○専門分野チームの設置

　広域性・専門性の高い相談に的確に対応するため、情報通信等の消費生活の専門分野

について、消費生活相談員が継続的に調査研究する「専門分野チーム」を新設します。

○「消費者あんしんサポートあいち」の体制構築

　困難事案の早期解決と相談対応力の強化・向上を図るため、愛知県弁護士会との

連携体制（消費者あんしんサポートあいち）を構築し、専門的観点から迅速な解決案

の提示を行うとともに、困難事案解決に向けた実践的な調査研究を実施します。

○消費者行政アドバイザーの設置

　「専門分野チーム」や「消費者あんしんサポートあいち」の運営などの消費生活相談

関係業務のほか、消費者教育、事業者指導等の取組を的確に行うにあたり、各分野の

専門家による指導、助言等を受けるための「消費者行政アドバイザー」を設置します。

○土日の相談体制の強化

　土日に相談窓口を開設していない市町村を補完するとともに、緊急時の相談対応の

充実を図るため、土日に勤務する消費生活相談員の体制を、平日と同水準の体制に

強化します。

○消費生活相談員の研修の充実

　消費生活に関する最新の知識・ノウハウを習得するなど、相談員の資質の向上を

図るため、国民生活センター等の専門機関が実施する研修を受講させるとともに、

事業者団体や有識者を講師とするレベルアップ研修、多重債務相談研修などの専門

研修を実施します。

　市町村の消費生活センターは、住民に身近な相談窓口として、今後、一層の増加が

懸念される高齢者の消費者被害に対して、市町村の総合力を活かした被害救済・未然

防止の役割が期待されます。さらに、個別の相談対応にとどまらず、地域における

高齢者等の見守りネットワークの中で果たす役割や、消費者教育推進の拠点など、

新たな役割も期待されています。

　しかしながら、県内54市町村のうち、消費生活センターを設置しているのは8市

のみであり、県内市町村の消費生活相談体制の整備は、全国平均と比較しても大きく

遅れている状況にあります。

　このため、市町村に対し、消費生活センターの設置等、消費生活相談窓口の充実・

強化に向けた働きかけを行い、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる

地域体制の整備を促進します。

（2）市町村における消費生活センターの設立促進

具体的施策
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　多様化・複雑化する消費者問題に迅速かつ的確に対応し、消費者被害の未然防止・

拡大防止を図るため、県の消費生活相談体制をセンター・オブ・センターズ（地域に

おける中核的相談機関）となる「愛知県消費生活総合センター」として再編し、広域性・

専門性の高い相談にも対応できる体制を、より一層機能強化します。

　併せて、市町村への支援体制を充実・強化し、センター・オブ・センターズとしての

機能を、より効果的かつ効率的に果たせる体制に整備します。
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　増加する高齢者の消費者被害や、社会経済環境の変化に伴う新たな消費者問題にも的

確に対応していくため、県と市町村が適切な役割分担の下で、地域全体で消費者問題解

決力の強化に向けた消費生活相談体制を計画的に構築します。

地域の消費者問題解決力強化に向けた相談体制の構築

《愛知県消費生活総合センターの設置》

　消費生活相談、旅券発給等の総合窓口機能を有する県内8か所の「県民生活プラザ」

を再編し、消費生活相談の専門窓口として平成27年度に「愛知県消費生活総合セン

ター」を設置し、センター・オブ・センターズとして機能強化します。

　主な内容として、県の相談対応機能の高度化を図るとともに、市町村の消費生活

センター等への支援を充実・強化します。また、県内の消費生活相談情報の一元的集約、

分析、情報提供機能を強化して県民への適切な情報提供を行い、消費者被害の未然

防止・拡大防止を図ります。このほか、地域における高齢者等の見守りネットワーク

等の拡大に向けた地域団体等との連携協力のコーディネートや、消費者教育・啓発の

拠点としての機能を充実・強化します。

　県内8か所の「県民生活プラザ」内にある消費生活相談窓口は、平成31年3月末までに

消費生活総合センター1か所に集約し、中核的相談機関として一層の機能強化を図っ

ていきます。

2　取組と具体的施策
目標１　消費者被害の救済・未然防止の強化
　　　　　～消費者問題解決力の高い地域づくりを目指して～

取組 1

（1）県の消費生活相談体制の集約・機能強化〈消費生活総合センターの設置〉

《県の相談機能の強化》

○専門分野チームの設置

　広域性・専門性の高い相談に的確に対応するため、情報通信等の消費生活の専門分野

について、消費生活相談員が継続的に調査研究する「専門分野チーム」を新設します。

○「消費者あんしんサポートあいち」の体制構築

　困難事案の早期解決と相談対応力の強化・向上を図るため、愛知県弁護士会との

連携体制（消費者あんしんサポートあいち）を構築し、専門的観点から迅速な解決案

の提示を行うとともに、困難事案解決に向けた実践的な調査研究を実施します。

○消費者行政アドバイザーの設置

　「専門分野チーム」や「消費者あんしんサポートあいち」の運営などの消費生活相談

関係業務のほか、消費者教育、事業者指導等の取組を的確に行うにあたり、各分野の

専門家による指導、助言等を受けるための「消費者行政アドバイザー」を設置します。

○土日の相談体制の強化

　土日に相談窓口を開設していない市町村を補完するとともに、緊急時の相談対応の

充実を図るため、土日に勤務する消費生活相談員の体制を、平日と同水準の体制に

強化します。

○消費生活相談員の研修の充実

　消費生活に関する最新の知識・ノウハウを習得するなど、相談員の資質の向上を

図るため、国民生活センター等の専門機関が実施する研修を受講させるとともに、

事業者団体や有識者を講師とするレベルアップ研修、多重債務相談研修などの専門

研修を実施します。

　市町村の消費生活センターは、住民に身近な相談窓口として、今後、一層の増加が

懸念される高齢者の消費者被害に対して、市町村の総合力を活かした被害救済・未然

防止の役割が期待されます。さらに、個別の相談対応にとどまらず、地域における

高齢者等の見守りネットワークの中で果たす役割や、消費者教育推進の拠点など、

新たな役割も期待されています。

　しかしながら、県内54市町村のうち、消費生活センターを設置しているのは8市

のみであり、県内市町村の消費生活相談体制の整備は、全国平均と比較しても大きく

遅れている状況にあります。

　このため、市町村に対し、消費生活センターの設置等、消費生活相談窓口の充実・

強化に向けた働きかけを行い、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる

地域体制の整備を促進します。

（2）市町村における消費生活センターの設立促進
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《市町村における消費生活センターの設立促進》

　「どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる地域体制の整備」という国の

地方消費者行政強化作戦が策定されるとともに、市町村の消費生活センターに対して、

地域における高齢者等の見守り機能や、消費者教育の拠点としての役割が期待されて

いることを踏まえ、県内市町村に消費生活センター設置を呼びかけ、地方消費者行政

強化作戦における当面の政策目標の達成を目指します。

《消費生活相談を担う人材の育成・確保及び情報提供》

　市町村の相談体制の強化に向けては、担い手である消費生活相談員の育成・確保が

大きな課題となります。このため、市町村の採用計画を把握しながら、消費生活相談員

養成研修の計画的な実施を図るとともに消費生活センターへの就業を希望する有資格

者を登録する人材バンクを創設し、人材情報の提供に努めます。

《市町村の相談処理に係る支援》

　市町村ホットライン（市町村専用回線）を開設し、市町村の消費生活相談員等からの

問い合わせに対して、消費生活相談アドバイザー等が助言するとともに、市町村職員

向けの相談処理簡易マニュアルを作成・配付するなど、市町村における相談処理の適正化・

円滑化に向けた協力・支援を行います。

　また、市町村において対応が困難な広域性・専門性の高い相談については、必要に

応じて県が移送を受けて処理するとともに、市町村との共同によるあっせんを行います。

《消費生活相談員等研修の充実・強化》

　市町村の新任消費生活相談員等を対象とした県の窓口における実践研修（ＯＪＴ）を

実施するとともに、県の消費生活相談員が市町村へ出向き直接助言等を行う巡回指導

を実施し、市町村における相談処理を支援します。

　また、県の専門分野チームの活動で得たノウハウ・知識を広く共有し、市町村の

相談業務に活かすことができるよう、専門分野チーム・フィードバック研修を実施

するほか、各分野の専門家を講師に招いたレベルアップ研修、多重債務相談研修など

を通じて、相談対応力の向上を支援します。

《県内の消費生活相談情報の一元的集約、分析、情報提供》

　消費生活総合センター及び市町村の消費生活センターに寄せられた相談情報について、

市町村のＰＩＯ－ＮＥＴ（全国消費生活情報ネットワークシステム）の導入状況を踏まえ

ながら、県が一元的に集約し、相談内容を分析するとともに、県民に適切な情報提供

を行い、消費者被害の一層の未然防止・拡大防止を図ります。

　消費生活総合センターで一元的に集約・分析した相談情報は県の消費者施策の企画・

立案等にも活用し、消費者問題解決力の高い地域づくりにつなげていきます。

《消費者行政連絡協議会による連携》

　県と市町村で構成する「愛知県消費者行政連絡協議会」を開催し、情報の共有に努める

とともに緊密な連携を図り、地域全体で消費者問題の解決に取り組みます。
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　市町村が行う相談処理の適正化・円滑化に向けた支援を行うとともに、センター・

オブ・センターズとなる県の消費生活総合センターと市町村の消費生活センター等との

効果的な連携を図り、県と市町村が一体となった消費者問題解決力の高い地域づくり

を推進します。

（3）市町村との連携及び支援

※「消費者安全確保地域協議会」の仕組み
　協議会は、国、地方公共団体の関係機関等により構成され、高齢者の見守り等を行うための情報交換・協議
を行う。情報交換・協議を行うため必要がある場合は、構成機関等に対し、高齢者等に関する情報の提供や
必要な協力を求めることができることになっている一方で、構成機関等に秘密保持義務が課せられている。
　構成機関等は協議の結果に基づき、高齢者等と適当な接触を保ち、その状況の見守りや必要な取組を行う。

具体的施策

具体的施策

高齢者等を消費者被害から守る取組の推進取組 2

　高齢者、障害者等の消費生活上特に配慮を要する消費者の消費者被害の背景には、

生活の困窮や社会的孤立、認知力の低下などが潜んでいることも多くあります。

　中でも近年、高齢者の消費者被害が増加していますが、高齢者は日中に在宅することが

多く、悪質な訪問販売や電話勧誘販売等による消費者被害に遭いやすい状況にあり、

被害に遭っていることを認識していない、自分が悪いと思って相談しない、一人暮らしで

相談する人がいないなど、被害が表面化しにくい傾向にあります。

　このため、身近で気軽に相談できる地域の相談窓口を整備するとともに、消費、福祉、

防犯等の行政や地域の関係者が連携し、地域社会全体で高齢者等を見守るためのネット

ワークづくりを進めます。

　県では、地域包括支援センター職員、ケアマネジャー、ヘルパー、民生児童委員等の

地域の協力者が、日常の活動において高齢者等を見守り、被害の早期発見や相談窓口への

誘導を行う、「消費生活相談サポーター」を養成し、現在、約900名の方が活動に従事して

います。

　こうした取組を地域社会全体に発展させていくためには、市町村の積極的な関与が

不可欠であり、高齢者福祉の増進を目的として県及び市町村の福祉部門で推進する「高齢者

等見守りネットワーク」構築の取組等と歩調を合わせながら、平成26年6月に改正された

消費者安全法の「消費者安全確保地域協議会」の仕組み（※）を活用するなど、高齢者等を

消費者被害から守る取組を推進します。
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《消費生活相談サポーターの活動支援》

　地域における高齢者等の見守りや相談窓口への誘導等の取組を促進するため、県が

養成した「消費生活相談サポーター」に対し、継続的に研修を実施するとともに、啓発

資料の配付や情報提供などを行います。

《愛知県消費者安全確保地域協議会の設置》

　国、県、市町村、警察、福祉関係者等で組織する愛知県消費者安全確保地域協議会

を設置し、高齢者等を消費者被害から守る取組を行うための情報交換・協議を行うと

ともに、市町村における消費者安全確保地域協議会の設置促進など、地域の見守り

活動の拡大を図ります。

《地域における高齢者等の見守り活動の拡大》

　高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、県及び市町村の福祉部門において推進する

「高齢者等見守りネットワーク」の構築及び体制の充実強化に向けた取組と連携し、

市町村における消費者安全確保地域協議会等の設置を働きかけ、高齢者等の消費者

被害の救済・未然防止に向けた地域の見守り活動の拡大を図ります。
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《綿密な調査と厳正な処分》

　消費生活相談において、詳細な内容の把握に努めるとともに、不当な取引行為を

行う事業者の実態を明らかにするため、適正に消費者から聴取を行い、証言や物証を

入手します。

　また、法律や条例に基づく立入調査や報告聴取制度などを活用して、消費者の証言

等を裏付ける資料を収集します。

　さらに、処分の根拠となる法の解釈等について、弁護士等の専門家や国からの助言を

受けつつ、厳正な処分を実施します。

《近隣県等と連携した調査・処分》

　愛知、静岡、岐阜、三重の東海4県で、会議を開催し、悪質事業者に関する情報

交換等を行うなど、緊密な連携を図るとともに、合同調査や同時の行政処分を実施

します。

　また、被害情報に類似性がある他の都道府県とも必要に応じて連携し、消費者被害

の未然防止・拡大防止を図ります。

具体的施策 悪質事業者に対する厳正な処分取組 3

具体的施策

　法律や条例に反した不当な取引行為による消費者被害が多発しており、また、事業者の

営業活動等が広域に及ぶようになってきたことなどから、最近の消費者被害は、県域を越

えて発生する事例が多くみられます。

　こうした被害を防止するためには、不当な取引行為を行う事業者の営業活動を停止さ

せるなどの行政処分が効果的です。

　行政処分にあたっては、複数の消費者の証言や物証を収集し、違法な事実関係を明ら

かにしなければならず、その手続きそのものの厳正さも求められます。また、法令の隙

を突くような不当な行為を行い、処分を逃れようとする悪質な事業者もみられること

から、国の関係機関と連携して情報を得るとともに、弁護士等の専門家の支援も受けな

がら、適正に業務を進めます。

　不適正な広告表示等についても、メニュー等の食品表示の不正事案の多発等を契機と

して平成26年6月に景品表示法が改正され、都道府県にも措置命令権限が付与されたこと

から、国の関係機関や近隣県等と連携を図りながら適正に対処していきます。
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を突くような不当な行為を行い、処分を逃れようとする悪質な事業者もみられること

から、国の関係機関と連携して情報を得るとともに、弁護士等の専門家の支援も受けな

がら、適正に業務を進めます。

　不適正な広告表示等についても、メニュー等の食品表示の不正事案の多発等を契機と

して平成26年6月に景品表示法が改正され、都道府県にも措置命令権限が付与されたこと

から、国の関係機関や近隣県等と連携を図りながら適正に対処していきます。
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《不当な取引行為に係る事業者指導の実施》

　不当な取引行為を行っている疑いがある事業者に対し、速やかに業務の改善を指導

することで、消費者被害の未然防止・拡大防止を図ります。

《取締り・指導監督機関等との連携》

　詐欺的な商法や美容医療、医薬品、化粧品の問題商法・健康被害等に関する相談に

ついては、警察及び監督官庁に定期及び随時に情報提供を行い、迅速かつ的確な事業者

の取締り・指導監督等の取組につなげます。

　なお、情報の提供に当たっては、個人情報保護に配慮します。

　庁内連携については愛知県消費者行政推進会議を、他機関連携については個別分野

の会議体等を活用し、情報交換を行います。

《広告表示に係る関係機関との協力体制の強化》

　景品表示法、食品表示法、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法、医薬品医療機器等

法などの表示関係法規を所管する国の機関や本県の所管部局と連携を図り、情報交換

や合同調査を実施して、不適正な広告表示等を行う事業者に対する指導・処分を行い

ます。
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《広告表示適正化のための近隣県等との連携》

　愛知、静岡、岐阜、三重の東海4県で、会議を開催し、事例検討や情報交換を行い、

必要に応じて合同での監視や指導、同時の行政処分を実施します。

　また、広域的に不適正な広告表示を行う事業者に対しては、東京都を中心とした

「5都県広告表示等適正化推進協議会」など、他の地域の広域連携組織とも連携して

対応していきます。

具体的施策

《自主来庁事業者に対する情報提供》

　自らの取引行為に関して、法令上の問題点を把握し改善を行うことを目的として

来庁した事業者に対して、相談情報を提供し、法令遵守について指導を行います。

　さらに、来庁した信用供与事業者、コンサルタント業務受託事業者に対しても、

加盟店等の相談情報を提供し、指導、監督を依頼します。

《景品表示法の趣旨、内容の周知》

　事業者から寄せられる表示についての相談に対し、景品表示法の趣旨、内容、留意

点などを丁寧に説明し、適切な表示が行われるよう助言を行います。

　また、景品表示法や国の作成するガイドライン、Ｑ＆Ａ等について、ＷＥＢページなど

で周知を図るとともに、勉強会の開催を希望する事業者、事業者団体に対しては、資料

の提供や講師の派遣を行います。

　さらに、ＪＡＳ法等の表示関係法規を所管する部局と連携して店舗などを訪問し、

パンフレットやチラシを活用しながら景品表示法についての周知を図ります。

事業者や事業者団体における自主的な取組の支援取組 5

被害防止に向けた事業者指導及び関係機関との連携取組 4

具体的施策

　不当な取引行為については、行政処分が必要な場合もありますが、新たな被害の発生

を防止するためには相談内容の分析を進め、その疑いのある段階で適切に事業者指導を

行います。

　一方、不当請求や架空請求など短期間に多数の被害が生じるおそれがある場合には、

速やかに当該事業者名を公表して消費者に注意喚起を行うとともに、詐欺的な利殖勧誘

など犯罪被害が疑われる場合や健康被害のおそれがある場合には、警察及び監督官庁に

情報提供を行い、迅速な取締り、的確な指導につなげていきます。

　また、広告や表示は、消費者が商品・サービスを選択するための重要な情報であること

から、景品表示法を始め、表示関係法令を所管する国の機関や県の所管部局と連携した、

迅速かつ適正な指導に努めます。さらに、ネットショッピング、通信販売の拡大に伴い、

不適正な広告表示等は広く全国に影響を及ぼすことになるため、他の都道府県とも協力

関係を一層強め、綿密な情報交換や合同での指導など、連携した取組を進めます。

　事業者のコンプライアンス意識の向上や、消費者の視点に立った自主的な取組を援して

いくことは、消費者被害の未然防止及び消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

のためにも重要です。

　そのため、事業者団体の勉強会や自主的に事業者が来庁する機会等を捉えて、法律や

条例等の周知を図るとともに、事業者からの個別の相談等には、適切に助言、対応を

行います。
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の取締り・指導監督等の取組につなげます。

　なお、情報の提供に当たっては、個人情報保護に配慮します。

　庁内連携については愛知県消費者行政推進会議を、他機関連携については個別分野

の会議体等を活用し、情報交換を行います。
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法などの表示関係法規を所管する国の機関や本県の所管部局と連携を図り、情報交換

や合同調査を実施して、不適正な広告表示等を行う事業者に対する指導・処分を行い

ます。

26 27

《広告表示適正化のための近隣県等との連携》
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　また、広域的に不適正な広告表示を行う事業者に対しては、東京都を中心とした

「5都県広告表示等適正化推進協議会」など、他の地域の広域連携組織とも連携して
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具体的施策
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　自らの取引行為に関して、法令上の問題点を把握し改善を行うことを目的として

来庁した事業者に対して、相談情報を提供し、法令遵守について指導を行います。

　さらに、来庁した信用供与事業者、コンサルタント業務受託事業者に対しても、

加盟店等の相談情報を提供し、指導、監督を依頼します。
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　事業者から寄せられる表示についての相談に対し、景品表示法の趣旨、内容、留意

点などを丁寧に説明し、適切な表示が行われるよう助言を行います。
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教科

中学校

商業

高等学校

社会科

技術・
家庭科

公民

家庭

（参考）学習指導要領に記載されている消費者教育の内容例

校種 関連項目例

家庭科小学校
物や金銭の大切さに気付き、計画的な使い方を考える。身近な物の選び方、
買い方を考え、適切に購入することができるようにする。

公民的分野において、身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解する
とともに、価格の働きに着目して市場経済の基本的な考え方を理解する。

「家庭と経済」の学習を通して、物資・サービスの選択、契約、購入、及び活
用ができるようにする。

消費と貯蓄が企業の生産と投資と密接に関連していることを理解する。

消費生活と環境、契約と支払い方法など消費生活の課題等について、消費
者の立場から体験的に学習する。

消費者行動の特徴、企業活動を行う際の消費者保護について学習する。

　平成23年度から実施された現行の学習指導要領では、児童生徒の「生きる力」を育む

という理念のもと、知識や技能の習得とともに思考力・判断力・表現力などの育成を

重視しています。

　学習指導要領では、消費者教育の充実も図られていることから、社会科、家庭科、

公民科、商業科などの教科を中心に、一層充実した消費者教育が行われるよう努め

ます。なお、消費者教育には、専門的な分野も少なくないため、必要に応じて専門家

の活用を図ります。

　また、大学等においては、学生が成年になることによって消費者の権利と責任が

大きく変化することから、自立した社会人の育成に向けた消費者教育を支援します。

目標 2　主体性のある消費者の育成
　　　　　～消費者力の向上と消費者市民社会の形成を目指して～

（1）学校教育における消費者教育の推進

　県民一人ひとりが自立した消費者として豊かな消費生活を営む上で、地域、家庭、

職域等における消費者教育も重要です。

　地域においては、例えば、消費生活センターが消費者被害の救済だけでなく、消費

生活に関する知識の普及、情報の提供等を行っています。今後、地域における消費者

教育を一層推進するためには、生涯学習の場として大切な役割を担っている公民館、

図書館を始めとする社会教育施設においても、これらの取組を充実していきます。

　また、家庭における消費者教育や事業者が従業員に対して行う消費者教育についても、

地域や学校、事業所へ講座の開催を働きかける等、支援します。

（2）地域社会における消費者教育の推進

《学習指導要領に基づく消費者教育の推進》

　学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階や特性に応じた消費者教育を、小・中・

高等学校等の各教科において推進し、自立した消費者の育成に取り組みます。

　なお、環境教育、食育、国際理解教育、金融経済教育、情報教育その他の消費生活

に関する教育と連携して、消費者教育を推進します。

《消費者教育研究校の指定》

　消費者教育研究校（高等学校）を指定し、消費者教育の実践例（指導案、ワークシー

ト等）を蓄積し、他の学校における活用を図ります。

　また、中学校においても、消費者教育の実践例の蓄積を図ります。

《小・中・高等学校における消費者教育の支援》

　ホームページ「あいち暮らしＷＥＢ」を活用した学校職員向け学習コンテンツの提供

や、消費者教育の専門家の派遣などを通じて、学校における消費者教育を支援します。

《大学等における消費者教育の支援》

　消費者教育の専門家の派遣や、ホームページ「あいち暮らしＷＥＢ」による若者向け

消費者情報の発信などにより、大学等における消費者教育を支援します。

《消費生活総合センターの消費者教育の拠点としての機能強化》

　消費生活総合センターを消費生活相談だけではなく、いわば消費者教育センターと

しても位置付けて、消費者教育に関する情報の収集・発信、消費者教育教材等の作成・

提供、消費者教育に関わる人材の育成、消費者教育を行う多様な主体の連携に向けた

支援など、消費者教育の拠点としての機能のさらなる強化を図ります。

様々な場における体系的な消費者教育の推進取組 1

具体的施策

具体的施策

　消費者力の向上に向けて支援し、消費者市民社会の形成に寄与する消費者を育成する

ためには、消費者教育を幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に推進すると

ともに、推進にあたっては、年齢、障害の有無などの消費者の特性や学校、地域、家庭、

職域等の様々な場の特性に配慮しなければなりません。

　このため、幼児期から高齢者までそれぞれのライフステージに応じた消費者教育を

消費者や場の特性に配慮しつつ、「消費者教育の体系イメージマップ」などを活用しな

がら体系的に推進します。
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公民科、商業科などの教科を中心に、一層充実した消費者教育が行われるよう努め

ます。なお、消費者教育には、専門的な分野も少なくないため、必要に応じて専門家

の活用を図ります。

　また、大学等においては、学生が成年になることによって消費者の権利と責任が

大きく変化することから、自立した社会人の育成に向けた消費者教育を支援します。

目標 2　主体性のある消費者の育成
　　　　　～消費者力の向上と消費者市民社会の形成を目指して～

（1）学校教育における消費者教育の推進

　県民一人ひとりが自立した消費者として豊かな消費生活を営む上で、地域、家庭、

職域等における消費者教育も重要です。

　地域においては、例えば、消費生活センターが消費者被害の救済だけでなく、消費

生活に関する知識の普及、情報の提供等を行っています。今後、地域における消費者

教育を一層推進するためには、生涯学習の場として大切な役割を担っている公民館、

図書館を始めとする社会教育施設においても、これらの取組を充実していきます。

　また、家庭における消費者教育や事業者が従業員に対して行う消費者教育についても、

地域や学校、事業所へ講座の開催を働きかける等、支援します。

（2）地域社会における消費者教育の推進

《学習指導要領に基づく消費者教育の推進》

　学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階や特性に応じた消費者教育を、小・中・

高等学校等の各教科において推進し、自立した消費者の育成に取り組みます。

　なお、環境教育、食育、国際理解教育、金融経済教育、情報教育その他の消費生活

に関する教育と連携して、消費者教育を推進します。

《消費者教育研究校の指定》

　消費者教育研究校（高等学校）を指定し、消費者教育の実践例（指導案、ワークシー

ト等）を蓄積し、他の学校における活用を図ります。

　また、中学校においても、消費者教育の実践例の蓄積を図ります。

《小・中・高等学校における消費者教育の支援》

　ホームページ「あいち暮らしＷＥＢ」を活用した学校職員向け学習コンテンツの提供

や、消費者教育の専門家の派遣などを通じて、学校における消費者教育を支援します。

《大学等における消費者教育の支援》

　消費者教育の専門家の派遣や、ホームページ「あいち暮らしＷＥＢ」による若者向け

消費者情報の発信などにより、大学等における消費者教育を支援します。

《消費生活総合センターの消費者教育の拠点としての機能強化》

　消費生活総合センターを消費生活相談だけではなく、いわば消費者教育センターと

しても位置付けて、消費者教育に関する情報の収集・発信、消費者教育教材等の作成・

提供、消費者教育に関わる人材の育成、消費者教育を行う多様な主体の連携に向けた

支援など、消費者教育の拠点としての機能のさらなる強化を図ります。

様々な場における体系的な消費者教育の推進取組 1

具体的施策

具体的施策

　消費者力の向上に向けて支援し、消費者市民社会の形成に寄与する消費者を育成する

ためには、消費者教育を幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に推進すると

ともに、推進にあたっては、年齢、障害の有無などの消費者の特性や学校、地域、家庭、

職域等の様々な場の特性に配慮しなければなりません。

　このため、幼児期から高齢者までそれぞれのライフステージに応じた消費者教育を

消費者や場の特性に配慮しつつ、「消費者教育の体系イメージマップ」などを活用しな

がら体系的に推進します。
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　また、地域における消費者教育は、住民に身近な市町村の役割が重要になること

から、市町村の消費生活センター等における消費者教育の取組を支援します。

《地域、家庭、職域等における消費者教育の支援》

　社会教育施設、学校における保護者会、事業者の行う社員研修などへの消費者教育

の専門家の派遣、消費生活情報紙の作成・配布、ホームページ「あいち暮らしＷＥＢ」

による消費生活情報の発信などにより、地域、家庭、職場等における消費者教育の

推進を図ります。

30

　愛知県では、県民の皆様の消費者
教育に役立てていただくとともに、
消費者教育の担い手の連携・協働を
促進するため、啓発パンフレット
「消費者教育推進ガイド」を作成しま
した。
　このガイドでは、消費者教育の
内容や実施方法、実施団体等を紹介
しています。学校、家庭、地域、
職場など、さまざまな場で御活用
ください。

31

「消費者教育推進ガイド」を御活用ください！

　学校教育が抱える課題や学校教育に対する期待が多様化する中、社会科、家庭科、

公民科、商業科などの各教科において指導しているものの、学校全体の優先的な課題

として消費者教育に取り組む学校は少ない状況にあります。

　今後、学校の教職員には、消費者教育の推進役としての役割が期待されることから、

研修等により消費者教育の必要性について一層の理解を深めるとともに、消費者教育

に関する指導力の向上を図ります。

（1）教職員の指導力向上

《教職員向け研修の実施》

　消費者教育に関わる教育研究会等を開催するとともに、必要に応じて消費者教育の

専門家を活用します。

《教員向け消費者教育情報提供紙の作成》

　公立学校教諭、関係行政機関で構成する「教員情報提供紙ワーキンググループ」の

協力を得ながら、消費者教育に関する先進的な取組や効果的な指導方法・教材の紹介、

若者に多い消費者トラブル情報など、学校における消費者教育の実践に役立つ情報を

「あいち消費者教育リポート」として発行します。

　学校、地域、家庭等様々な場において消費者教育を一層推進していくためには、

講習会や出前講座の講師等となる人材の育成を図るとともに、そうした人材が活動

できる場をより多く提供していくことが重要です。

　このため、現在、消費者庁においてその仕組み等が議論されている、多様な関係者

との間に立って調整を図り、消費者教育の担い手と受け手のつなぎ役となる人材（コー

ディネーター）の育成について検討します。

（2）地域人材の育成

《消費者教育の担い手となる人材の育成》

　専門的な知識及び経験を有する消費生活相談員が、その経験を踏まえて消費者教育

を推進していくことは、消費者に必要な知識を伝えていく上で効果的です。このため、

消費生活相談員を消費者教育の担い手として養成するために必要となる研修の実施や

研修への参加支援を行います。

消費者教育の人材（担い手）の育成取組 2

具体的施策

具体的施策

　消費者教育が、学校、地域、家庭、職域その他様々な場において身近に受けられよう、

市町村と連携しながら消費者教育の人材の育成・支援に取り組みます。



第
３
章
施
策
の
方
向
性

第
３
章
施
策
の
方
向
性

　また、地域における消費者教育は、住民に身近な市町村の役割が重要になること

から、市町村の消費生活センター等における消費者教育の取組を支援します。

《地域、家庭、職域等における消費者教育の支援》

　社会教育施設、学校における保護者会、事業者の行う社員研修などへの消費者教育

の専門家の派遣、消費生活情報紙の作成・配布、ホームページ「あいち暮らしＷＥＢ」

による消費生活情報の発信などにより、地域、家庭、職場等における消費者教育の

推進を図ります。

30

　愛知県では、県民の皆様の消費者
教育に役立てていただくとともに、
消費者教育の担い手の連携・協働を
促進するため、啓発パンフレット
「消費者教育推進ガイド」を作成しま
した。
　このガイドでは、消費者教育の
内容や実施方法、実施団体等を紹介
しています。学校、家庭、地域、
職場など、さまざまな場で御活用
ください。

31

「消費者教育推進ガイド」を御活用ください！

　学校教育が抱える課題や学校教育に対する期待が多様化する中、社会科、家庭科、

公民科、商業科などの各教科において指導しているものの、学校全体の優先的な課題

として消費者教育に取り組む学校は少ない状況にあります。

　今後、学校の教職員には、消費者教育の推進役としての役割が期待されることから、

研修等により消費者教育の必要性について一層の理解を深めるとともに、消費者教育

に関する指導力の向上を図ります。

（1）教職員の指導力向上

《教職員向け研修の実施》

　消費者教育に関わる教育研究会等を開催するとともに、必要に応じて消費者教育の

専門家を活用します。

《教員向け消費者教育情報提供紙の作成》

　公立学校教諭、関係行政機関で構成する「教員情報提供紙ワーキンググループ」の

協力を得ながら、消費者教育に関する先進的な取組や効果的な指導方法・教材の紹介、

若者に多い消費者トラブル情報など、学校における消費者教育の実践に役立つ情報を

「あいち消費者教育リポート」として発行します。

　学校、地域、家庭等様々な場において消費者教育を一層推進していくためには、

講習会や出前講座の講師等となる人材の育成を図るとともに、そうした人材が活動

できる場をより多く提供していくことが重要です。

　このため、現在、消費者庁においてその仕組み等が議論されている、多様な関係者

との間に立って調整を図り、消費者教育の担い手と受け手のつなぎ役となる人材（コー

ディネーター）の育成について検討します。

（2）地域人材の育成

《消費者教育の担い手となる人材の育成》

　専門的な知識及び経験を有する消費生活相談員が、その経験を踏まえて消費者教育

を推進していくことは、消費者に必要な知識を伝えていく上で効果的です。このため、

消費生活相談員を消費者教育の担い手として養成するために必要となる研修の実施や

研修への参加支援を行います。

消費者教育の人材（担い手）の育成取組 2

具体的施策

具体的施策

　消費者教育が、学校、地域、家庭、職域その他様々な場において身近に受けられよう、

市町村と連携しながら消費者教育の人材の育成・支援に取り組みます。
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《消費生活モニターの消費者市民社会の担い手としての育成》

　消費生活モニターが、モニターとして学んだ知識や経験を活かし、消費者市民社会

の担い手として公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画することができる人材と

なれるよう、消費生活に関する最新の情報を学習する機会を提供します。

《消費生活相談サポーターの活動支援（再掲）》

　地域における高齢者等の見守りや相談窓口への誘導等の取組を促進するため、県が

養成した「消費生活相談サポーター」に対し、継続的に研修を実施するとともに、啓発

資料の配付や情報提供などを行います。

《消費者教育の調整役（コーディネーター）の育成に向けた検討》

　どこに住んでいても消費者教育を受けられるようにするため、地域における多様な

活動主体、とりわけ消費者教育の担い手と受け手のつなぎ役となる人材（コーディネー

ター）の仕組みや育成の方法等について検討します。

《消費者団体、事業者・事業者団体、ＮＰＯ等の連携支援》

　地域における消費者教育の取組を、「消費者教育の体系イメージマップ」の対象領域・

年代別に調査し、県内における消費者教育の現状を把握するとともに、多様な主体が

連携して効果的に消費者教育が展開できるよう、その成果を啓発資料やホームページ

「あいち暮らしＷＥＢ」に掲載して、情報を共有していきます。

32 33

県のホームページで消費生活情報を提供しています。

http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/

　消費者教育については、消費者教育推進法で「それぞれの場における消費者教育を

推進する多様な主体の連携を確保しつつ、効果的に行われなければならない。」とされて

いるほか、消費者教育推進地域協議会の設置が都道府県・市町村の努力義務とされる

など、連携・協働による体制づくりが求められています。

　このため、消費者団体、事業者・事業者団体、ＮＰＯ、教育関係者、行政関係者等が

連携して効果的に消費者教育を展開できるよう、その取組情報の共有化を図るとともに、

消費者教育の推進について情報交換、調整の場となる消費者教育推進地域協議会を開催

します。

　また、どこに住んでいても消費者教育を受けられるようにするには、住民に身近な市

町村の果たす役割も大きいことから、市町村における消費者教育推進地域協議会の設置

が進むよう助言、情報提供を行います。

《消費者団体の活動・交流への支援》

　地域において、消費者教育や消費生活の向上のため、自主的に様々な取組を行って

いる消費者団体が、これまで培ってきた知識や経験を活かして県民に対する啓発や

消費者教育が実施されるよう消費者団体の活動・交流を支援します。

《愛知県消費者教育推進地域協議会の開催》

　愛知県消費生活審議会を「愛知県消費者教育推進地域協議会」として位置づけ、消費

者教育を体系的、効果的に推進するための情報交換及び調整を行うとともに、消費

者教育推進計画に位置づけられた施策の実施状況の検証・評価、計画の見直しについて

の意見を聴きます。

《消費者被害未然防止啓発紙等の発行》

　県民から寄せられる消費生活相談の傾向を分析した「あいちクリオ通信」及び消費者

市民社会等について理解を深める「あいち暮らしっく」を発行し、広く県民への情報

提供を行います。

《ホームページ、ＳＮＳ等を活用した情報発信の充実》

　ホームページ「あいち暮らしＷＥＢ」により、消費生活情報を総合的に提供すると

ともに、フェイスブックやツイッターなどのＳＮＳやメールマガジン等を活用し、

緊急性の高い情報を速やかに提供するなど、情報発信の充実を図ります。

　消費者被害の未然防止・拡大防止のためには、潜在化している相談を掘り起こし、

迅速な被害救済を図るとともに、できる限り早い段階で、多くの人に効果的に啓発を

実施していく必要があります。

　また、市町村において、消費生活相談を行っていることについての周知を図るととも

に、ＰＩＯ－ＮＥＴの活用や、国、都道府県、市町村、関係機関等との連携により、

消費者被害の情報収集を行い、その情報を分析した上、幅広く情報を発信していくこと

が求められています。

　このため、様々な広報媒体の中から対象となる消費者の特性に配慮し、最適な手段を

選択して啓発、情報発信を行います。

具体的施策

消費者トラブル情報を始め、楽しく学べる消費者教育コンテンツ
の提供など、お子様から高齢者の方まで幅広くご利用いただける
総合サイトです。

多様な主体との連携取組 3

消費者被害防止のための啓発と情報発信取組 4

具体的施策
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《消費生活モニターの消費者市民社会の担い手としての育成》

　消費生活モニターが、モニターとして学んだ知識や経験を活かし、消費者市民社会

の担い手として公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画することができる人材と

なれるよう、消費生活に関する最新の情報を学習する機会を提供します。

《消費生活相談サポーターの活動支援（再掲）》

　地域における高齢者等の見守りや相談窓口への誘導等の取組を促進するため、県が

養成した「消費生活相談サポーター」に対し、継続的に研修を実施するとともに、啓発

資料の配付や情報提供などを行います。

《消費者教育の調整役（コーディネーター）の育成に向けた検討》

　どこに住んでいても消費者教育を受けられるようにするため、地域における多様な

活動主体、とりわけ消費者教育の担い手と受け手のつなぎ役となる人材（コーディネー

ター）の仕組みや育成の方法等について検討します。

《消費者団体、事業者・事業者団体、ＮＰＯ等の連携支援》

　地域における消費者教育の取組を、「消費者教育の体系イメージマップ」の対象領域・

年代別に調査し、県内における消費者教育の現状を把握するとともに、多様な主体が

連携して効果的に消費者教育が展開できるよう、その成果を啓発資料やホームページ

「あいち暮らしＷＥＢ」に掲載して、情報を共有していきます。

32 33

県のホームページで消費生活情報を提供しています。

http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/

　消費者教育については、消費者教育推進法で「それぞれの場における消費者教育を

推進する多様な主体の連携を確保しつつ、効果的に行われなければならない。」とされて

いるほか、消費者教育推進地域協議会の設置が都道府県・市町村の努力義務とされる

など、連携・協働による体制づくりが求められています。

　このため、消費者団体、事業者・事業者団体、ＮＰＯ、教育関係者、行政関係者等が

連携して効果的に消費者教育を展開できるよう、その取組情報の共有化を図るとともに、

消費者教育の推進について情報交換、調整の場となる消費者教育推進地域協議会を開催

します。

　また、どこに住んでいても消費者教育を受けられるようにするには、住民に身近な市

町村の果たす役割も大きいことから、市町村における消費者教育推進地域協議会の設置

が進むよう助言、情報提供を行います。

《消費者団体の活動・交流への支援》

　地域において、消費者教育や消費生活の向上のため、自主的に様々な取組を行って

いる消費者団体が、これまで培ってきた知識や経験を活かして県民に対する啓発や

消費者教育が実施されるよう消費者団体の活動・交流を支援します。

《愛知県消費者教育推進地域協議会の開催》

　愛知県消費生活審議会を「愛知県消費者教育推進地域協議会」として位置づけ、消費

者教育を体系的、効果的に推進するための情報交換及び調整を行うとともに、消費

者教育推進計画に位置づけられた施策の実施状況の検証・評価、計画の見直しについて

の意見を聴きます。

《消費者被害未然防止啓発紙等の発行》

　県民から寄せられる消費生活相談の傾向を分析した「あいちクリオ通信」及び消費者

市民社会等について理解を深める「あいち暮らしっく」を発行し、広く県民への情報

提供を行います。

《ホームページ、ＳＮＳ等を活用した情報発信の充実》

　ホームページ「あいち暮らしＷＥＢ」により、消費生活情報を総合的に提供すると

ともに、フェイスブックやツイッターなどのＳＮＳやメールマガジン等を活用し、

緊急性の高い情報を速やかに提供するなど、情報発信の充実を図ります。

　消費者被害の未然防止・拡大防止のためには、潜在化している相談を掘り起こし、

迅速な被害救済を図るとともに、できる限り早い段階で、多くの人に効果的に啓発を

実施していく必要があります。

　また、市町村において、消費生活相談を行っていることについての周知を図るととも

に、ＰＩＯ－ＮＥＴの活用や、国、都道府県、市町村、関係機関等との連携により、
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　このため、様々な広報媒体の中から対象となる消費者の特性に配慮し、最適な手段を
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具体的施策

消費者トラブル情報を始め、楽しく学べる消費者教育コンテンツ
の提供など、お子様から高齢者の方まで幅広くご利用いただける
総合サイトです。

多様な主体との連携取組 3

消費者被害防止のための啓発と情報発信取組 4

具体的施策
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《消費者・事業者懇談会の開催》

　県民の関心が高い、又は、県に寄せられる相談が多い消費者問題をテーマとして、

消費者、消費者団体、関係事業者団体及び行政機関からなる懇談会を開催し、消費者の

意見や要望等を把握するとともに、事業活動に反映されるよう働きかけます。

《消費生活モニターの活用》

　消費生活モニターに対し、消費生活に関する調査及びアンケートを実施し、幅広く

意見・要望等を収集し、今後の施策を進めるうえでの参考とします。

《消費生活審議会への公募委員の登用》

　消費者施策に関する重要な事項の調査審議を行う消費生活審議会委員の選任に

あたっては、消費者代表として委員を公募することにより、県民の県政への参画を

求め、消費者意見の施策への反映に努めます。

《ユネスコスクールの取組の推進》

　持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進拠点となるユネスコスクールが地域と

協働して行うＥＳＤ活動を支援します。

　また、ＥＳＤ活動を県内に広げ、各校の活動をより充実したものとするため交流会を

実施するなど、ユネスコスクールのネットワークづくりを進め、持続可能な社会づくり

を担う人材の育成を図ります。

《環境学習・環境教育の推進》

　県内の小学校に環境学習副読本を配付するほか、「あいち環境学習プラザ」では環境

学習コーディネート業務や実験を交えた体験型の環境学習講座を、「もりの学舎」では

インタープリターによる自然体験型プログラムやもりの学舎キッズクラブなどを実施し、

環境面で持続的な社会を支える人材の育成を図ります。

《地域における食育の推進》

　食育の実践を推進するため、県内の食育の取組やイベント情報などについて、ＷＥＢ

ページ「食育ネットあいち」等を活用して情報提供します。

　また、食生活の改善、農林水産業の体験や食文化の継承などについての知識や経験

を持ち、県内各地域で食育推進活動を自主的に行う食育推進ボランティアを始め、

関係団体、学校、市町村などと連携して食育を推進します。

《国際理解教育の推進》

　国際交流や国際理解への関心を高めるため、（公財）愛知県国際交流協会において、

国際理解教育の推進やフェアトレードの普及啓発など、県民が途上国の貧困や環境、

平和など地球の課題や解決方法を知り、考え、国際協力活動へのきっかけづくりと

なる取組を進めます。

《県金融広報委員会と連携した金融経済教育の推進》

　地域や学校における金融経済教育を推進するため、愛知県金融広報委員会と連携し、

金融広報アドバイザーを研修や講座の講師として派遣します。

《情報モラル教育の推進》

　地域の学校とＰＴＡが協力して携帯電話、スマートフォン、インターネットの適正

な利用の呼びかけや、生徒・保護者への啓発を行うなど、学校・家庭・地域が一体

となった情報モラル教育を推進します。

　消費者、事業者及び行政がそれぞれの役割や責務についての認識を深め、相互の理解の

もと、連携した取組を進めるため、消費者が日頃から関心を持っている商品・サービス

等について意見交換等を行う場を設け、消費者からの意見や要望等の収集に努めます。

　消費者自身が積極的に意見や要望等を出すことの重要性を認識し、その意見等が

消費者施策や事業活動に反映されることが消費者市民社会の構築につながることから、

県は、収集した消費者の意見等を県の関係部局、市町村、事業者、事業者団体等に情報

提供していきます。

《消費者市民講座への講師派遣》

　消費者市民社会の概念や持続可能な消費者の実践等について学ぶ「消費者市民講座」

の開催を広く県民に働きかけるとともに、講師として消費者市民教育の専門家を派遣

することにより、学校、地域等の主体的な取組を支援します。

　消費者市民社会の実現には、県民一人ひとりが自らの消費が社会、経済、環境等の幅

広い分野において、他者に影響を及ぼしうるものであることを理解し、適切な商品やサー

ビスを選択する力と、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参加する自覚が必要です。

そのため、県は、環境教育、食育、国際理解教育、金融経済教育、情報教育等と有機的

に連携した消費者教育を行います。

消費生活に関する情報の収集と消費者意見の反映取組 5

公正かつ持続可能な社会の実現に向けた支援取組 6

具体的施策

具体的施策
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消費者、消費者団体、関係事業者団体及び行政機関からなる懇談会を開催し、消費者の

意見や要望等を把握するとともに、事業活動に反映されるよう働きかけます。

《消費生活モニターの活用》

　消費生活モニターに対し、消費生活に関する調査及びアンケートを実施し、幅広く

意見・要望等を収集し、今後の施策を進めるうえでの参考とします。

《消費生活審議会への公募委員の登用》

　消費者施策に関する重要な事項の調査審議を行う消費生活審議会委員の選任に

あたっては、消費者代表として委員を公募することにより、県民の県政への参画を

求め、消費者意見の施策への反映に努めます。

《ユネスコスクールの取組の推進》

　持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進拠点となるユネスコスクールが地域と

協働して行うＥＳＤ活動を支援します。

　また、ＥＳＤ活動を県内に広げ、各校の活動をより充実したものとするため交流会を

実施するなど、ユネスコスクールのネットワークづくりを進め、持続可能な社会づくり

を担う人材の育成を図ります。

《環境学習・環境教育の推進》

　県内の小学校に環境学習副読本を配付するほか、「あいち環境学習プラザ」では環境

学習コーディネート業務や実験を交えた体験型の環境学習講座を、「もりの学舎」では

インタープリターによる自然体験型プログラムやもりの学舎キッズクラブなどを実施し、

環境面で持続的な社会を支える人材の育成を図ります。

《地域における食育の推進》

　食育の実践を推進するため、県内の食育の取組やイベント情報などについて、ＷＥＢ

ページ「食育ネットあいち」等を活用して情報提供します。

　また、食生活の改善、農林水産業の体験や食文化の継承などについての知識や経験

を持ち、県内各地域で食育推進活動を自主的に行う食育推進ボランティアを始め、

関係団体、学校、市町村などと連携して食育を推進します。

《国際理解教育の推進》

　国際交流や国際理解への関心を高めるため、（公財）愛知県国際交流協会において、

国際理解教育の推進やフェアトレードの普及啓発など、県民が途上国の貧困や環境、

平和など地球の課題や解決方法を知り、考え、国際協力活動へのきっかけづくりと

なる取組を進めます。

《県金融広報委員会と連携した金融経済教育の推進》

　地域や学校における金融経済教育を推進するため、愛知県金融広報委員会と連携し、

金融広報アドバイザーを研修や講座の講師として派遣します。

《情報モラル教育の推進》

　地域の学校とＰＴＡが協力して携帯電話、スマートフォン、インターネットの適正

な利用の呼びかけや、生徒・保護者への啓発を行うなど、学校・家庭・地域が一体

となった情報モラル教育を推進します。

　消費者、事業者及び行政がそれぞれの役割や責務についての認識を深め、相互の理解の

もと、連携した取組を進めるため、消費者が日頃から関心を持っている商品・サービス

等について意見交換等を行う場を設け、消費者からの意見や要望等の収集に努めます。

　消費者自身が積極的に意見や要望等を出すことの重要性を認識し、その意見等が

消費者施策や事業活動に反映されることが消費者市民社会の構築につながることから、

県は、収集した消費者の意見等を県の関係部局、市町村、事業者、事業者団体等に情報

提供していきます。

《消費者市民講座への講師派遣》

　消費者市民社会の概念や持続可能な消費者の実践等について学ぶ「消費者市民講座」

の開催を広く県民に働きかけるとともに、講師として消費者市民教育の専門家を派遣

することにより、学校、地域等の主体的な取組を支援します。

　消費者市民社会の実現には、県民一人ひとりが自らの消費が社会、経済、環境等の幅

広い分野において、他者に影響を及ぼしうるものであることを理解し、適切な商品やサー

ビスを選択する力と、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参加する自覚が必要です。

そのため、県は、環境教育、食育、国際理解教育、金融経済教育、情報教育等と有機的

に連携した消費者教育を行います。

消費生活に関する情報の収集と消費者意見の反映取組 5

公正かつ持続可能な社会の実現に向けた支援取組 6

具体的施策

具体的施策
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※ＨＡＣＣＰ（ハサップ）
　(Hazard Analysis and Critical Control Points）危 害 分 析（ＨＡ）・重 要 管 理 点（ＣＣＰ）と 呼ばれ、
最終製品の検査によって安全性を保証しようとするのではなく、製造における重要な工程を連続的に
管理することによって、ひとつひとつの製品の安全性を保証しようとする衛生管理の手法。

※ＧＡＰ（ギャップ）手法
　(Good Agricultural Practice) ひとつひとつの農作業において、環境にやさしく安全な
農産物を生産するために必要な項目（例えば、正しく農薬を使うことや肥料をやり過ぎない
ことなど）について、確認・点検・記録しながら農作業を行う手法（農業生産工程管理手法）。

《生産から消費までの一貫した安全対策の推進》

　「あいち食の安全・安心推進アクションプラン」に基づき、生産者、加工者、流通・

販売者、消費者及び県が協働して、食品の生産から消費までの一貫した安全・安心

対策を推進します。

《ＨＡＣＣＰ（※）導入による食品の安全確保》

　食品製造施設、大量調理施設へのＨＡＣＣＰ導入を推進し、食品営業者の自主

管理体制を確立することにより、食の安全確保に努めます。

《ＧＡＰ手法（※）の導入推進》

　農産物の安全性の確保や農業生産に伴う環境負荷の軽減を図るため、生産工程ごと

の管理を適切に行うＧＡＰ手法の導入を促進します。

　食の安全・安心を確保するためには、食品関連事業者自らが、安全管理を推進する

ことが重要であることから、生産者、加工者、流通・販売者における食の安全管理

体制を推進します。

　食の安全・安心を揺るがす問題が相次いで発生しており、消費者の食への関心は高まって

います。食の安全・安心を確保するためには、食品の生産・加工段階から流通・販売

段階までのすべての段階において食の安全管理体制を推進するとともに、食品の安全性

や表示についての監視・指導、検査体制の充実が求められています。

　県民が食に対して安全で安心であると実感できるよう、「あいち食の安全・安心推進

アクションプラン」や「食と緑の基本計画 2015」等、食に関する計画に基づく取組を進め、

食の安全・安心の確保を図ります。

目標 3　消費生活の安全・安心の確保
　　　　　～安心して商品・サービスを選択できる暮らしの実現を目指して～

（1）食に関する総合的な安全対策の推進

食の安全・安心の確保取組 1

具体的施策

《愛知県食品衛生監視指導計画に基づく効率的な監視指導》

　食品衛生監視員が食品関係施設の監視・指導を行うとともに、県内の食品製造施設

及び販売・流通施設から食品等を収去し、添加物、微生物、環境汚染物質、残留

農薬その他の必要な検査を実施することにより、県内に流通する食品の安全性を確保

します。

《家畜の飼養衛生管理指導及び家畜疾病の監視》

　畜産物の安全の確保を図るため、生産者に対して家畜の飼養衛生管理指導を行うと

ともに、生産者段階における死亡牛のＢＳＥ検査、高病原性鳥インフルエンザ検査等、

家畜疾病の継続的な監視を行います。

《貝毒の監視対策》

　安全な貝類を出荷するため、二枚貝の流通時期、貝毒プランクトン発生時期等を

考慮し、公定法による貝毒検査を実施します。貝毒発生時には、漁業者や業界団体に

対して、出荷自主規制等を指導します。

　食品関連事業者が適切に食品を取り扱っているかを検証するため、効果的かつ効率

的な監視・検査を継続的に行い、食品の安全性を確保します。

（2）監視・指導、検査体制の充実

《消費生活モニターによる情報収集》

　消費生活モニターから随時、不適正な食品表示などの情報を受け付け、必要な情報

は関係部局へ提供するなど、表示の適正化を推進します。

《表示に係る関係機関との協力体制の強化》

　景品表示法、食品表示法、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法、医薬品医療機器等

法などの表示関係法規を所管する国の機関や本県の所管部局と連携を図り、情報交換

や合同調査を実施して、不適正な表示を行う事業者に対する指導を行います。

　県民の関心が高い食品表示については、様々な法律により規制されているため、

表示関係法令を所管する部局で連携しながら、迅速かつ適正な指導に努める等、表示

の適正化を推進します。

（3）食品表示の適正化等

具体的施策

具体的施策
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※ＨＡＣＣＰ（ハサップ）
　(Hazard Analysis and Critical Control Points）危 害 分 析（ＨＡ）・重 要 管 理 点（ＣＣＰ）と 呼ばれ、
最終製品の検査によって安全性を保証しようとするのではなく、製造における重要な工程を連続的に
管理することによって、ひとつひとつの製品の安全性を保証しようとする衛生管理の手法。

※ＧＡＰ（ギャップ）手法
　(Good Agricultural Practice) ひとつひとつの農作業において、環境にやさしく安全な
農産物を生産するために必要な項目（例えば、正しく農薬を使うことや肥料をやり過ぎない
ことなど）について、確認・点検・記録しながら農作業を行う手法（農業生産工程管理手法）。

《生産から消費までの一貫した安全対策の推進》

　「あいち食の安全・安心推進アクションプラン」に基づき、生産者、加工者、流通・

販売者、消費者及び県が協働して、食品の生産から消費までの一貫した安全・安心

対策を推進します。

《ＨＡＣＣＰ（※）導入による食品の安全確保》

　食品製造施設、大量調理施設へのＨＡＣＣＰ導入を推進し、食品営業者の自主

管理体制を確立することにより、食の安全確保に努めます。

《ＧＡＰ手法（※）の導入推進》

　農産物の安全性の確保や農業生産に伴う環境負荷の軽減を図るため、生産工程ごと

の管理を適切に行うＧＡＰ手法の導入を促進します。

　食の安全・安心を確保するためには、食品関連事業者自らが、安全管理を推進する

ことが重要であることから、生産者、加工者、流通・販売者における食の安全管理

体制を推進します。

　食の安全・安心を揺るがす問題が相次いで発生しており、消費者の食への関心は高まって

います。食の安全・安心を確保するためには、食品の生産・加工段階から流通・販売

段階までのすべての段階において食の安全管理体制を推進するとともに、食品の安全性

や表示についての監視・指導、検査体制の充実が求められています。

　県民が食に対して安全で安心であると実感できるよう、「あいち食の安全・安心推進

アクションプラン」や「食と緑の基本計画 2015」等、食に関する計画に基づく取組を進め、

食の安全・安心の確保を図ります。

目標 3　消費生活の安全・安心の確保
　　　　　～安心して商品・サービスを選択できる暮らしの実現を目指して～

（1）食に関する総合的な安全対策の推進

食の安全・安心の確保取組 1

具体的施策

《愛知県食品衛生監視指導計画に基づく効率的な監視指導》

　食品衛生監視員が食品関係施設の監視・指導を行うとともに、県内の食品製造施設

及び販売・流通施設から食品等を収去し、添加物、微生物、環境汚染物質、残留

農薬その他の必要な検査を実施することにより、県内に流通する食品の安全性を確保

します。

《家畜の飼養衛生管理指導及び家畜疾病の監視》

　畜産物の安全の確保を図るため、生産者に対して家畜の飼養衛生管理指導を行うと

ともに、生産者段階における死亡牛のＢＳＥ検査、高病原性鳥インフルエンザ検査等、

家畜疾病の継続的な監視を行います。

《貝毒の監視対策》

　安全な貝類を出荷するため、二枚貝の流通時期、貝毒プランクトン発生時期等を

考慮し、公定法による貝毒検査を実施します。貝毒発生時には、漁業者や業界団体に

対して、出荷自主規制等を指導します。

　食品関連事業者が適切に食品を取り扱っているかを検証するため、効果的かつ効率

的な監視・検査を継続的に行い、食品の安全性を確保します。

（2）監視・指導、検査体制の充実

《消費生活モニターによる情報収集》

　消費生活モニターから随時、不適正な食品表示などの情報を受け付け、必要な情報

は関係部局へ提供するなど、表示の適正化を推進します。

《表示に係る関係機関との協力体制の強化》

　景品表示法、食品表示法、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法、医薬品医療機器等

法などの表示関係法規を所管する国の機関や本県の所管部局と連携を図り、情報交換

や合同調査を実施して、不適正な表示を行う事業者に対する指導を行います。

　県民の関心が高い食品表示については、様々な法律により規制されているため、

表示関係法令を所管する部局で連携しながら、迅速かつ適正な指導に努める等、表示

の適正化を推進します。

（3）食品表示の適正化等

具体的施策

具体的施策



第
３
章
施
策
の
方
向
性

第
３
章
施
策
の
方
向
性

3938

《電気用品販売店に対する立入検査・指導》

　電気用品による危険及び障害の発生を防止するため、電気用品販売店に対して法律

に基づき立入検査を実施し、法定基準に適合した製品に表示される「ＰＳＥマーク」

等の適正表示について確認します。違反が認められた場合は、当該製品の陳列、販売を

直ちに停止させ、改善指導を行います。

《環境衛生施設（理容、美容、クリーニング等）に対する監視・指導》

　理容所等の不適切な管理を原因とする健康被害の発生を未然に防止するため、環境

衛生監視員が施設の衛生水準について監視・指導を行います。

《医薬品等取扱者に対する監視・指導》

　医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品（以下「医薬品等」という。）

の消費生活の安全・安心の確保のためには、製造及び流通の各段階において、品質、

有効性、安全性が確保される必要があるため、医薬品等取扱者に対し計画的な監視・

指導を行います。

《消費生活用製品の安全確保》

　消費者に危害を及ぼす恐れのある消費生活用製品の流通を防ぎ、消費者被害を防止

するため、特定製品の販売業者及び特定保守製品取引事業者に対し、立入検査を実施

するとともに、必要に応じて指導を行います。

《建築士事務所に対する立入指導》

　建築設計及び工事監理の適正化を図るため、建築士事務所に対して、立入指導を

行います。

　すべての消費者が安心して安全な消費生活を営むことができるように、商品・サービス

の安全性を確保するため、各種法令等に基づく関係事業者に対する監視・指導や検査

体制の一層の充実を図ります。

　商品やサービスの使用等により生じた消費者事故等については、消費者安全法に

基づき、情報の収集を行い、迅速に消費者庁に通知するとともに、消費者被害の発生・

拡大を防ぐため、収集した事故情報、リコール情報、苦情処理テスト結果などの情報を

速やかに県民に提供します。

　また、平成24年8月の消費者安全法の改正により、生命・身体事案のみならず、財産事

案に係る報告徴収や立入調査権限を国から受任できるようになりました。地域における消

費者被害の未然防止・拡大防止のため、より一層、機動的な対応が可能になることから、

同法の委任規定による調査権限の活用を図ります。

《消費者事故情報の収集・報告》

　消費者事故等連絡会議（庁内）、消費者行政連絡協議会（市町村）を活用し、消費者

事故等の情報収集に努め、消費者庁へ速やかに通知するとともに、これらの情報に

ついて、関係行政機関内での共有化を図ります。

《消費者への速やかな情報提供》

　国等から提供される消費者事故等の情報、リコール製品に関する情報などについて、

ホームページ「あいち暮らしＷＥＢ」を活用し、速やかに県民への周知を行います。

　また、緊急性が高く注意喚起の必要な事案については、ＳＮＳ、メールマガジン等を

活用して積極的に情報発信を図ります。

《苦情処理テスト結果の情報発信》

　県の商品テスト室において実施した主な苦情処理テストの結果について、ホーム

ページ「あいち暮らしＷＥＢ」を活用して情報発信します。

《消費者安全法による立入調査権限等の受任》

　消費者安全法で定められた生命・身体事案及び財産事案にかかる報告徴収・立入

調査権限を国から受任し、消費者被害の発生・拡大防止のため、法律に基づき必要な

調査等を行います。

商品・サービスの安全確保取組 2 消費者事故等の未然防止対策の推進取組 3

具体的施策

具体的施策
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《電気用品販売店に対する立入検査・指導》

　電気用品による危険及び障害の発生を防止するため、電気用品販売店に対して法律

に基づき立入検査を実施し、法定基準に適合した製品に表示される「ＰＳＥマーク」

等の適正表示について確認します。違反が認められた場合は、当該製品の陳列、販売を

直ちに停止させ、改善指導を行います。

《環境衛生施設（理容、美容、クリーニング等）に対する監視・指導》

　理容所等の不適切な管理を原因とする健康被害の発生を未然に防止するため、環境

衛生監視員が施設の衛生水準について監視・指導を行います。

《医薬品等取扱者に対する監視・指導》

　医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品（以下「医薬品等」という。）

の消費生活の安全・安心の確保のためには、製造及び流通の各段階において、品質、

有効性、安全性が確保される必要があるため、医薬品等取扱者に対し計画的な監視・

指導を行います。

《消費生活用製品の安全確保》

　消費者に危害を及ぼす恐れのある消費生活用製品の流通を防ぎ、消費者被害を防止

するため、特定製品の販売業者及び特定保守製品取引事業者に対し、立入検査を実施

するとともに、必要に応じて指導を行います。

《建築士事務所に対する立入指導》

　建築設計及び工事監理の適正化を図るため、建築士事務所に対して、立入指導を

行います。

　すべての消費者が安心して安全な消費生活を営むことができるように、商品・サービス

の安全性を確保するため、各種法令等に基づく関係事業者に対する監視・指導や検査

体制の一層の充実を図ります。

　商品やサービスの使用等により生じた消費者事故等については、消費者安全法に

基づき、情報の収集を行い、迅速に消費者庁に通知するとともに、消費者被害の発生・

拡大を防ぐため、収集した事故情報、リコール情報、苦情処理テスト結果などの情報を

速やかに県民に提供します。

　また、平成24年8月の消費者安全法の改正により、生命・身体事案のみならず、財産事

案に係る報告徴収や立入調査権限を国から受任できるようになりました。地域における消

費者被害の未然防止・拡大防止のため、より一層、機動的な対応が可能になることから、

同法の委任規定による調査権限の活用を図ります。

《消費者事故情報の収集・報告》

　消費者事故等連絡会議（庁内）、消費者行政連絡協議会（市町村）を活用し、消費者

事故等の情報収集に努め、消費者庁へ速やかに通知するとともに、これらの情報に

ついて、関係行政機関内での共有化を図ります。

《消費者への速やかな情報提供》

　国等から提供される消費者事故等の情報、リコール製品に関する情報などについて、

ホームページ「あいち暮らしＷＥＢ」を活用し、速やかに県民への周知を行います。

　また、緊急性が高く注意喚起の必要な事案については、ＳＮＳ、メールマガジン等を

活用して積極的に情報発信を図ります。

《苦情処理テスト結果の情報発信》

　県の商品テスト室において実施した主な苦情処理テストの結果について、ホーム

ページ「あいち暮らしＷＥＢ」を活用して情報発信します。

《消費者安全法による立入調査権限等の受任》

　消費者安全法で定められた生命・身体事案及び財産事案にかかる報告徴収・立入

調査権限を国から受任し、消費者被害の発生・拡大防止のため、法律に基づき必要な

調査等を行います。

商品・サービスの安全確保取組 2 消費者事故等の未然防止対策の推進取組 3

具体的施策

具体的施策
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《計量法による指導・立入検査》

　不正確な計量を防止し、計量の一層の適正化を図るため、計量法に基づく各種事業

登録の受理、定期検査及び商品量目等の立入検査を実施するとともに、計量に関する

指導を行います。

《家庭用品の品質に関する適正表示の確保》

　家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、販売事業者に対し家庭用品品質

表示法に基づく立入検査を実施し、必要に応じて指導を行います。

　安心して商品やサービスを選択するためには、消費者に正しく、かつ、分かりやすい

情報が提供されることが重要です。消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保する

ため、規格・計量・表示の監視・指導を行い、不適正なものについては、事業者に対

する是正指導を実施します。

《消費生活モニターによる価格・需給動向の観察・通報》

　消費生活モニターに生活必需品等の価格や品揃えなどについて観察を依頼し、

大幅な価格変動や極端な品不足がみられた場合は通報を受けます。

《価格動向及び需給状況の調査》

　物価が異常に高騰した場合などには、

生活必需品等についての価格動向や需給

状況調査を実施し、県の関係部局と連携

して所要の対策を講じるとともに、消費

者へ情報提供を行います。

　生活必需品等の供給及び価格の安定を図るため、県が必要であると判断したときは、

事業者に対して生活必需品等の円滑な供給等について協力を求めることが必要です。

　県は生活必需品等の価格や需給動向を把握するとともに、著しい価格高騰時などに

おいて必要な調査を行い、県の関係部局と連携して所要の対策を講じるとともに消費者

へ情報提供を行います。

第 4章　推進体制と進行管理

　計画に位置づけられた事業を所管する庁内の消費者行政関係課室長で構成する愛知県

消費者行政推進会議において、計画の進捗状況や消費生活に関する問題解決のための

情報交換を行い、消費者施策の計画的・効率的な推進を図ります。

　また、県内市町村の消費者行政担当課で構成する愛知県消費者行政連絡協議会を開催し

消費者問題に関する情報の共有に努め、市町村と一体となって消費者行政を推進します。

1　推進体制

　消費者の利益を守り、向上させることなどを目的として活動する消費者団体は、本県の

消費者行政の推進に大きな役割を担っています。

　また、事業者団体においては、苦情処理窓口の充実や消費者への積極的な情報提供、

消費者教育など、自主的な取組を行っています。

　県は、これらの団体等と連携・協働して、消費者行政を効果的・効率的に推進します。

2　消費者団体、事業者団体等との連携・協働

　消費者行政の推進を図り、進捗状況を把握するため、別表のとおり数値目標等を設定

します。

　数値目標等や施策実施の状況については、毎年度、愛知県消費生活審議会へ報告し、

確認・評価を受けるとともに、その結果の施策への反映に努めます。

3　進行管理

　消費者を取り巻く状況の変化や国の動向などを見極め、迅速かつ効果的な施策の推進を

図るため、必要がある場合は、審議会の意見を踏まえて、計画の見直しを行います。

4　諸情勢の変化に伴う計画の見直し

　計画について県民への周知を図るとともに、

毎年度、計画の進捗状況を県ホームページに

おいて公表します。

5　県民への情報提供

規格・計量・表示の適正化取組 4

生活関連物資の安定供給取組 5

具体的施策

具体的施策


